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ごあいさつ

　早稲田大学では、21世紀においても日本、アジア、そして世界において存在感のある大学であ

り続けることを念願して、さまざまな改革や新たな取り組みを行っています。そのひとつとして、

さまざまな焦眉の問題にチャレンジしていく“プロジェクト研究所”の設立が外部から資金を導

入して大いに進められており、その数も現在では130近くにのぼっております。私どもの消費者金

融サービス研究所も、そのひとつとして５年前に立ち上げたものですが、今日にいたるまでその

折の注目すべき問題に取り組んで参りました。

　今回は、「多重債務問題と利用者保護」という視点から、近年にわかにクローズアップされてき

ましたクレジットカウンセリングの問題に接近することを目的に「第６回公開シンポジウム」を

開催いたしました。国内外からお集まりいただいた、各分野の専門家による忌憚のないご意見を

披露願うことによって、わが国の金銭カウンセリングが今後どのような方向を目ざしていくべき

かについて、幅広い観点から検討することができたものと思います。

　この問題への社会的関心の高さの証しとして、今回は会場の定員をはるかに超える方々からお

申し込みをいただき、お陰をもちましてシンポジウムは盛会のうちに幕を閉じることができまし

た。当日ご来場いただけなかった方々も含めまして、この報告書を通じてシンポジウムの内容を

改めてお伝えし、今後のあるべき金銭カウンセリングの方向性について皆さまにお考えいただく

ことができれば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 早稲田大学商学学術院教授
消費者金融サービス研究所所長　江夏　健一　

　これまでコーポレート・ファイナンスについ

ては多くの研究がなされてきていますが、個人

（消費者）を対象とするパーソナル・ファイナ

ンスに関してはほとんど学術的な研究がなされ

ていません。金融ビッグバン以降の消費者金融

サービスのあり方については、他業種からの新

規参入、新商品・サービスの開発、新たな資金

調達方法、新規チャネル展開、貸し渋り問題、

金利規制問題、倫理の制度化、個人信用情報の

保護、多重債務や自己破産の急増など解決すべ

き問題が山積みされています。

　当研究所では、これらの諸問題について経済、

産業、経営、消費者、諸外国の事情といった側

面から学際的・国際的に調査・研究を行うとと

もに、大学・大学院における消費者金融サービ

スの関連講座の開設支援および教材作成、ワー

キングペーパー、モノグラフの発行、シンポジ

ウム、講演会などを行っています。

早稲田大学消費者金融サービス研究所とは
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「消費者信用市場とクレジットカウンセリング」－多重債務問題と利用者保護―

2006年３月３日（金）　13:00～17:00

経団連会館11階　「国際会議場」

早稲田大学消費者金融サービス研究所

社団法人金融財政事情研究会

200名

開会挨拶……………………………………………………………………………13:00

基調講演　ジョージタウン大学クレジット・リサーチセンター所長

　　　　　マイケル・スターテン………………………………………………13:05～13:50

冒頭発言ø　ú日本クレジットカウンセリング協会顧問　坂本　佶三……13:50～14:05

冒頭発言¿　NACS消費生活研究所主任研究員　土田あつ子……………… 14:05～14:20

冒頭発言¡　新日本インテグリティアシュアランス㈱　石川　和男………14:20～14:35

パネルディスカッション…………………………………………………………14:45～16:50

閉会挨拶……………………………………………………………………………17:00
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はじめに

　本日は、金融の問題で困っている債務

者について話したいと思います。皆さん

はおそらくご存知だと思いますが、アメ

リカでは過去５年間に、年平均150万人

の債務者が個人破産をしています。10年

前の倍の数字です。

　こうした状況をふまえ、個人破産する

割合がなぜこんなに高いのか、なぜこん

なに急速に個人破産が増えてしまったの

かと、さまざまな議論や研究が行われて

きました。主要な原因として、貸付慣行

の変化、すなわちあらゆるクレジットへ

のアクセスが非常に広げられたからだと

いう見方には、少し疑問があります。結

果として、住宅ローンやオートローンを

借り入れたり、クレジットカードを保有

するアメリカの消費者の割合は高まりま

した。また、債務者の信用リスクは、全

体として、時の経過とともに高くなって

きました。言い換えると、持ち家を手に

入れたり、耐久消費財を購入するために、

クレジットが広く利用できるようになっ

た一方で、金融の問題で苦しむ消費者が

多くなってきたのです。悪いことが良い

ことにともなって出てきたのです。

　政策上の重要な問題は、家計の窮乏を

いかに最小化していくかということと同

時に、消費者信用を利用できる機会をい

かに確保するかにあります。アメリカで

は家計の困難に直面している債務者のた

めの、個人破産に替わる市場に立脚した

方法が発達してきましたが、その過程で

経験してきたことを、本日は皆様と共有

したいと考えております。

　アメリカの消費者信用産業は、過去40

年にわたって、クレジットカウンセリン

グ（以下、カウンセリング）を個々の消

費者に提供するよう努めてきました。そ

して、そのシステムは顕著な成功を収め

ましたが、一方で一般消費者の痛みを伴

う失敗があったことも事実です。

　日本においても、家計上の困難に瀕し

ている消費者をどう取り扱うのが最善な

のかという問題で頭を悩ませていること

と思います。アメリカの経験が日本の皆

様に有益な洞察を提供できることを望ん

でいます。

カウンセリングへの需要は高まるも 

カウンセリング機関の財政は危機的状況に

　まず、数字から始めたいと思いますが、

アメリカでは2004年に、150万以上の世

帯が個人破産による救済を申立てました。

過去10年間を振り返ると、米国の全世帯

の10％以上が破産した計算になります。

したがって、家計が困難になった消費者

に対し支援を提供することは、１つの産

業と呼べるまでに成長してきたわけです。

弁護士による正式な法的サービスに加え、

消費者は次第にカウンセリング機関の支

援も求めるようになってきたのです。カ

ウンセリング機関のほとんどは、非営利

団体として設立されました。

　1960年代の始め、小規模で地域的に管

理された非営利団体のネットワークが誕
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「岐路に立つ米国のカウンセリング業界」�

ジョージタウン大学　クレジット・リサーチセンター所長�

マイケル・スターテン�



生し、カウンセリングは独自の権利を有

する１つの産業へと発展しました。全体

を包括する統計はありませんが、利用可

能なデータに基づき控えめに推計しても、

2003年においては、600万人から800万人

の消費者がカウンセリング機関のアドバ

イスを求めたとみられています。

　しかしながら、カウンセリング業界は、

危機的な状況にも陥っています。まず指

摘したいのは、非営利団体が多いのです

が、非常に厳しい競争環境におかれてい

るため、なかには合併・統合、あるいは

退出を強いられる機関も出てきているこ

とです。

　業界の業務運営方法が、規制当局や消

費者団体、あるいはマスコミの批判の対

象になっている点も問題です。一部の機

関がカウンセリングの制度を悪用してお

り、業界全体の統制がきかなくなってい

ます。悪評が高まったことで、支援を必

要とする消費者の間に懸念と疑念が生じ

ています。

　2005年10月に施行された新破産法では、

申立て６ヵ月前にカウンセリングを受け

ることが義務付けられました。これによ

り新たなニーズが生まれるのは確かです

が、反面、より質の高いカウンセリング

を提供する能力が求められるようになり

ますし、その成果が厳しくチェックされ

るようになるでしょう。

　そして、そもそもカウンセリング業界

は、収入面で危機的状況にあります。存

続が危ぶまれているのは、ビジネスモデ

ル自体に問題があるからだといわれてい

ます。

　さまざまな危機に直面しているわけで

すが、業界にとっての希望は需要が大き

いことです。アメリカでは、モーゲージ

以外の債務が２兆ドルを越えています。

「ホームエクイティ」を利用して既存債

務の借換えや「おまとめ」に利用してい

るのですが、今後はふたたびクレジット

カードの借入残高を増加させる可能性が

あります。先ほど、アメリカでは年間150

万人以上が個人破産をし、人口10％が過

去10年間に１回は破産申立てを行ったと

申し上げましたが、今後さらに人口の

10％が破産申立てをする可能性があると

もいわれています。

カウンセリングが提供する 

社会的・経済的価値

　では、カウンセリングとはいったい何

でしょう。アメリカにおいてカウンセリ

ングがどのように行われているかがわか

るように、まずうまく運営されている例

を紹介しましょう。カウンセリングを行

うのは一定の訓練を受けて認証されたカ

ウンセラーです。相談者一人ひとりを対

象に、対面あるいは電話で、１回あたり

45分ないし90分の時間をかけて個別セッ

ションを行います。セッションは１回で

終わる場合もあれば、複数回行う場合も

あります。最近はネットも利用され始め

ており、普及が見込まれています。カウ

ンセラーは家計、金融上の目標、支出パ

ターン、資産およびすべての債務に関す

ることについて債務者と話し合い、終了

時にはアクション・プランを記載した書

面を提出します。それにより相談者は次

になすべきステップを確認します。必要

に応じてフォローアップの相談が行われ

る場合もあります。

　このプロセスを、「カウンセリング機

関は消費者に何を提供するか」という観

点から捉え直してみましょう。カウンセ

ラーは個人の家計を分析・診断し、選択

肢を識別して提示し、アクションを勧告

する機能を担いますが、これらは相談者

の意思決定を手助けするものです。さら

に、一部の消費者に対しては「債務管理

計画」（Debt Management Plan、DMP）

という特別なプロダクトを提供します。

そのほかにも自宅が差し押さえられると

いった差し迫った問題等を解決するため

のプログラムを提供する機関もあります。

必要であれば、弁護士を紹介することも

あります。要望があればフォローアップ

の相談にも応じます。

　このほか、一般消費者を対象とした金

銭教育セミナーや教材の提供も行うのも、

機関の大切な役割です。

　こうした一連のプロセスをみますと、

カウンセリング機関の経済的な役割は、

家計上のトラブルが発生した場合、その

初期の段階において、相談者にトラブル

に陥っていることを認識させることによ

って債務不履行という損失をできるだけ

小さくすることにあるといえるでしょう。

それによって、貸し手のクレジットコス

トが減少すれば、クレジットの価格が低

下し、クレジットのアベイラビリティが

高まります。また、公的サービスの負担

が軽減されるという効果も期待できます。

政府が金銭的な困難に直面した債務者に、

セーフティネットとして提供しなければ

ならないサービスに係る財政負担を回避

できるのです。

　カウンセリングを受けた借り手は、支

出をコントロールできるようになるなど

更正されることが多いので、将来、債務

問題が発生する可能性を低下させること

もできます。社会全般が浄化されるとい

ってもよいでしょう。

　一般消費者を対象とした金銭教育セミ

ナーや教材の提供は、消費者の知識のレ

ベルアップを図り、よりよいクレジット

ユーザー、クレジットショッパーを育て

ることにつながります。消費者が知識を

身に付け、さまざまなクレジットのなか

から自分に適したものを選択できるよう

になれば、貸し手に対する競争圧力がさ

らに増します。それは貸付価格の低下や

貸付行為の健全化をもたらすでしょう。

第１期＝1951年～1969年

債権者の拠出金を財源とする 

非営利団体が全国網を構築

　次にカウンセリング産業の歴史を振り

返ってみましょう。カウンセリング機関

の歴史は、大きく４つの時代に分けられ

ます。

　アメリカにおけるカウンセリング機関

の嚆矢は、債権者が1951年に設立した

NFCC（National Foundation for Credit 
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Counseling）です。NFCCは1960年代後

半に入ると、債権者の要請に応える形で、

主要都市に対面式のカウンセリング機関

を設立、全国ネットワークを構築しまし

た。業界による資金拠出と、慈善団体・

財団からの支援によって非営利法人とし

て設立されました。ここまでが第１期に

あたります。

第２期＝1969年～1992年

NCFF 機関の 

ビジネスモデルが完成・定着

　1960年代終盤に全国的なネットワーク

が構築された時点では、ほとんどのカウ

ンセリング機関が NCFFの傘下にあり

ました。そうした体制が1990年代半ばま

で続きます。その時代が「第２期」に相

当します。

　債権者がカウンセリング機関の設立を

支援したのは、破産の代替手段を提供す

ることに狙いがありました。延滞者の多

くは、３年から５年で返済できる所得を

有しており、しかも破産による社会的・

経済的汚名意識（stigma）を回避するこ

とを望んでいました。しかし、こうした

債務者に複数の債権者が一斉に回収に走

ると、債務者は破産に走らざるをえなく

なり、債権者は残債権をほとんど回収で

きなくなってしまいます。そこで、初期

の段階でカウンセリングを施し、債務返

済計画を策定することで、回収できる金

額を少しでも多くしようと債権者は考え

たのです。

　この「債務返済計画（DMP）」は基本

的に、３～５年をかけて無担保債務の

100％を計画的に返済するものです。債

権者は返済計画を実行可能なものにする

ために、遅延損害金の免除、金利減免、

返済額の減額などの減免措置をとります。

DMP策定後は、債権を「リエイジ勘定」

に移管します。新たな契約として更新さ

れるので、この点は非常に重要なのです

が、債権者は電話による回収を中止しま

す。債務者は各債権者と返済について個

別に交渉する苦痛から解放されるのです。

DMPは債務者と債権者による完全に自

発的な行為と考えられます。

　さて、この時期のカウンセリング業界

は、前出したように、ほぼ完全に NCFF

の構成員で占められており、非営利の公

共サービス機関として、全国200以上の

市にオフィスを構えていました。ほとん

どのセッションがオフィスで、対面で行

われていました。１回のセッションは60

～90分でした。

　財源は債権者が返済額のうち一定割合

（平均 15％）を「フェア・シェア（fair 

share）」としてカウンセリング機関に寄

付していました。ほかにも収入源はあり

ましたが、運営費のほとんどが債権者か

らのフェア・シェアで賄われていたので

す。このビジネスモデルは、1990年代初

頭まで約20年間続きました。

　債権者は NFCC理事会のメンバーに

もなっていました。しかし、非営利団体

である以上、ボランティア、コミュニテ

ィベースの理事会である必要がありまし

た。理事である債権者が追求したのは、

カウンセリング機関の品質でした。

　機関にはさまさまなルールが定められ

ました。全ての相談者に対して家計カウ

ンセリングを行い、DMPを適用しなか

った場合も含め、書面によるアクショ

ン・プランを作成する必要がありました。

また、カウンセリング機関は第三者機関

の認定を必要とし、カウンセラーも第三

者機関のトレーニングや認証を受けなけ

ればなりませんでした。カウンセリング

機関とクライアントの資金に対する定期

的な監査が行われ、カウンセリング機関

は頻繁にコミュニティに対して教育プロ

グラムを実施しなければなりませんでし

た。

　ここでいま一つ重要な点を述べると、

相談者の負担はそれほど大きなものでは

ありませんでした。現在でも、アメリカ

のほとんどのカウンセリング機関が、相

談者からは50ドル程度のカウンセリング

料を徴収していますが、それよりも安い

場合もありますし、全体の20～25％は無

料となっています。名目だけのコストだ

けを負担すればいいわけです。DMPが

ある場合は、返済額とは別に管理料とし

て、月額15～20ドルくらいを支払う場合

もあります。

第３期＝1992年～2002年

異なるビジネスモデルの 

新規参入者が台頭

　続く 1992年～ 2002年の 10年間は、

NFCCのメンバーではなく、これまで紹

介したものとは異なったビジネスモデル

をもった新規参入者が競争相手として台

頭した時代です。

　新たなカウンセリング機関の特色は、

コールセンターを通じて、全国的なサー

ビス展開をした点にあります。テレビ・

ラジオ広告でその存在を知らしめ、セッ

ションは対面でなく、電話またはインタ

ーネットで済ませ、コミュニティに対す

る教育、連携はほとんど行いませんでし

た。

　1994年から1998年にかけて、米国消費

者信用市場では、クレジットカードの発

行枚数の飛躍的な増加とそれに伴う延

滞・破産の急増が起きていました。つま

り、DMPに対する需要が増大したので

すが、あまりにも急激に増えたため、既

存の NFCC傘下のカウンセリング機関

だけでは、迅速な支援が難しくなってし

まいました。債権者は１週間以上も先で

なければ予約がとれないのでは問題だと

考えました。

　1994年から1998年にかけて、自己破産

申請件数の増加は NFCC機関による新

規 DMP件数の伸びをはるかに上回って

おり、新規参入機関のウエートが高まっ

ていることがわかります。NCFF機関が

自己破産を回避する役割を十二分に発揮

できなかったことから、債権者は新しい

カウンセリング機関の参入を歓迎したの

です。

　既存のカウンセリング機関によるサー

ビスの供給が低迷した理由としては、非
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営利団体がほとんどであったため、業界

自体が競争に不慣れだったことがあげら

れます。経営陣も公共サービス指向が強

く、それぞれの地域において CCCS

（Consumer Credit Counseling Service）

という商標を独占的に利用できる立場に

あったため、競争に対する認識が希薄で

した。また、新しい技術の採用にも遅れ

をとりました。このため、全国ベースの

電話カウンセリング・スペシャリストの

脅威に気がつかなかったのです。

　また、NFCC機関のビジネスモデルが、

新規参入機関に価格競争の機会を与えた

側面も無視できません。NFCC機関の収

入の75％はフェア・シェアで賄われてい

たのですが、実際に DMPを策定する相

談者は、カウンセリングを受けた相談者

の35％にすぎません。35％の相談者の返

済金がもたらした収入で、残りの65％の

カウンセリングやコミュニティに対する

教育を提供しなければならなかったので

す。

　一方、1990年代に新規参入し成功した

機関は、電話を活用して全国サービスを

提供しただけでなく、DMPを求めて電

話をかけてくる相談者の割合を最大化し、

逆にリターンのない消費者教育の時間を

最小化するように努めました。カウンセ

リング機関がどのような対応をしている

かをモニタリングするのは困難でしたし、

消費者教育を行わなくても制裁を加えら

れるわけではありませんから、DMP以

外のことをあえてする理由は見出せませ

ん。教育をしないことでコスト削減も図

られるので、債権者のフェア・シェアも

低く抑えることができました。

　この結果、NFCCのシェアは1992年に

はほぼ100％だったのですが、10年後に

は20％にまで落込みました。収支構造も

大きく変化し、債権回収額に対するフェ

ア・シェア収入の比率が急速に低下し、

経費の比率が上がりました。その結果、

フェア・シェア収入から経費を差し引い

た額は、1995年以降赤字を続けており、

2002年には１億2000万ドルの赤字になっ

てしまい、NFCC自体が金融的な危機に

直面しているのです。

　こうした事態を打開するため、NFCC

機関は新たな収入源を求め、消費者の手

数料を引上げました。これにより、2002

年には全体の収入の３割を消費者からの

手数料が占めるようになりました。また、

コミュニティに対する消費者教育を削減、

1999年には５万1,900回実施した教育セ

ッションを、2002年に３万7,368回に抑

制しました。

第４期＝2002年～現在

悪貨が良貨を駆逐した 

カウンセリング業界

　2002年以降、現在に至るまでが第４期

です。2002年、DMPによって債権者に

支払われた返済額が80億ドルに達し、カ

ウンセリングは従来にもまして大きな注

目を集めるようになっていました。クレ

ジット残高のうち220億ドルは DMPの

対象でした。それだけ存在感を増したの

ですが、一方で詐欺や不正に関する消費

者からの苦情が増加しつつあったのも事

実でした。

　カウンセリング業界が評判の悪化に直

面した根底には、「カウンセリング」を定

義する統一基準が欠如しているという問

題があったといえます。「債務返済工場」

と呼ばれる、専ら DMPの提供しかしな

いカウンセリング機関もあれば、フルサ

ービスを行うカウンセリング機関もある

というように、市場でのサービスの質に

ばらつきが大きく、消費者はそれぞれの

カウンセリング機関がどのようなサービ

スを提供しているか、違いを認識するこ

とができなかったのです。フルサービス

を提供するカウンセリング機関は、欠陥

のある収入モデルと債務返済工場との競

争が原因となって、財政的な危機に直面

しました。まさに悪貨が良貨を駆逐し始

めたのです。

　その結果、レピュテーション・クライ

シスが発生しました。消費者はどれが正

当なカウンセリング機関なのかわからず、

カウンセリングによる支援を求めること

を躊躇し始めました。債権者も特定のカ

ウンセリング機関への紹介を敬遠してい

たので、消費者は機関を自分で選ばなけ

ればならなくなり、ますます混乱する結

果となりました。政府も消費者問題の高

まりを認識し、問題解決を図らなければ

ならないと関心を抱くようになりました。

2002年以降は 
統合と浄化が進展

　2002年以降、現在に至るまでの第４期

は「統合・浄化」の時代と総括できるで
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しょう。規制当局は消費者に対する詐欺

を理由に、最大手新規参入機関を閉鎖さ

せました。また、法制・税制の見直しは、

業界の変革を促し、NFCCモデルが再興

するきっかけとなりました。しかしなが

ら、財政状況は依然厳しく、収入モデル

が弱点であることに変わりはありません。

非営利というあり方を維持しながら財政

的な健全性を確保できるビジネスモデル

を見出せるかが課題です。営利組織への

転換も選択肢の一つですが、本当にそれ

が容認されるのかという問題も残ってい

ます。

　2003年には米国連邦議会の上院が調査

を開始し、規制の検討を開始しました。

また、連邦取引委員会（FTC）は複数の

カウンセリング機関に対し訴訟を起こし、

その結果いくつかのカウンセリング機関

は倒産に追い込まれました。内国歳入庁

は50の大手非営利機関の税制優遇措置に

関する調査に着手しました。また、いく

つかの州では、州検事が特定のカウンセ

リング機関に対して訴訟を起こしました。

連邦政府と州の規制当局が連名で、消費

者に対して、カウンセリング機関を選択

する際に十分注意するよう呼びかける動

きもあります。

　どんな問題が起きているか、少し具体

的に紹介しましょう。一部の新規参入機

関は、消費者教育などのコミュニティに

対するサービスをまったく行っていませ

ん。DMPを販売することだけに専念し

ているカウンセリング機関は、債務者に

DMPの資格がないとわかるとすぐに電

話をきってしまいます。ところが、消費

者が支払う手数料は非常に多額で、250

ドル以上のところもあれば、なかには

500ドルを徴収するカウンセリング機関

もあります。最初の返済金を機関への手

数料に充ててしまう機関もあります。

DMP回収可能性の高い債務だけを

DMPに組み入れるため、その他の債務

については回収圧力が止まらず、債務に

苦しみ続けている例もあります。機関の

理事会メンバーが不当な高収入を得てい

るケースもみられます。

　こうした悪質なカウンセリング機関に

よって、業界全体のイメージが悪化する

事態に対し、業界は業界団体の会員資格

の要件としての「ベスト・プラクティ

ス」を定め、信頼回復に努めようとしま

した。これは、相応の効果を上げていま

す。現在まで生き残っているカウンセリ

ング機関は、このベスト・プラクティス

を徹底してきたからだといってもよいで

しょう。

　ベスト・プラクティスでは、カウンセ

ラーの訓練および認証制度を創設しまし

た。また、カウンセリング機関に免許を

与え、拘束性を持たせました。教育プロ

グラムの内容に関する要件を定め、質の

向上と均質化を図りました。カウンセリ

ング機関の資金源についても消費者に対

し情報公開するようにしました。さらに、

DMP契約を獲得したカウンセラーへの

ボーナス支払い、サービスを提供する以

前に消費者に手数料を課すことなどを禁

止しました。「家計分析およびアクショ

ン・プラン」を各相談者に提供すること

を義務付けることも謳われています。

　一方、債権者も積極的にカウンセリン

グ機関をチェックするようになっていま

す。統計モデルを活用し、個々の相談者

が DMPを受ける資格があるかどうかを

チェックするとともに、金利・手数料の

減免方針を決定するようになりました。

また、フェア・シェアの支払いについて

も、個々の機関を監査してベスト・プラ

クティスを満たさない機関への支払を留

保したり、長く続いた DMPに対してよ

り高い比率で支払うよう成果ベースの考

え方を取り入れたりするようになってき

ています。こうした対応が、機関がより

良い仕事を行うインセンティブとして働

いています。債権者のなかにはフェア・

シェア形式をやめ、助成金ベースのプロ

グラム（grant-based program）にしたも

のも出ています。

　不正行為に対する法的・規制面での対

応策もいろいろと検討されています。消

費者に課すことのできる手数料について

厳しい上限を設定する、あるいはカウン

セリング機関は広告に費やすのと同じく

らいの時間を教育・啓蒙に対しても費や

すよう求めるといった方策が考えられて

います。ただ、一部の州の法律において

は営利機関を禁止しようとしていますが、

一部の州の法律ではこれを容認する方向

にあり、一致はみられません。カウンセ

リング機関の活動のうち、DMPに振り

向けることのできる活動の割合を制限す

ることも検討されていますが、債務者保

護の点で問題がないか注意しなければな

りません。

カウンセリングが提供する 

価値の立証を

　このようにさまざまな施策が打ち出さ

れており、カウンセリング業界は健全化

に向け着実に歩みを進めています。しか

し、未解決の問題も多く残されています。

カウンセリング業界というのは引き続き

非営利機関として組織されるべきなのか、

あるいは営利であっても消費者の最大利

益を追求する業務運営ができるのかどう

かは、今後も重要な論点といえます。長

期の存続を可能ならしめる、有効な収入

モデルをどう築くかという問題でもあり

ます。
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　また、消費者に対する教育的な価値に

ついての検証も必要とされています。カ

ウンセリング機関は DMPを通して消費

者を更生する教育的な価値があるといわ

れているのですが、カウンセリングによ

る介入が状況の改善あるいは行動の変容

にプラスの効果をもらたすことを立証で

きるのか、という問題です。効果がある

としたら、どのようなモデルが最も有効

なのかも研究課題です。たとえば、電話、

インターネット、対面などのチャネルが

ありますが、どのチャネルが最も効果的

なのかを、費用対効果もふまえて検証し

なければなりません。債務者に対するさ

まざまな減免措置が、DMPの遂行にど

のようにインセンティブとして働くのか、

といった点も今後も検討が必要です。最

も効果的なフォローアップ相談のタイミ

ングはいつか、どのような教材が有効か

も検討されるべきでしょう。

　カウンセリング機関の財政基盤が脆弱

な点も現在も変わりません。ブリック・

アンド・モルタル型、すなわち全国の拠

点による対面式セッションには費用がか

かります。確かに、通信技術を取り入れ

て電話やインターネットを活用すればコ

ストは削減できますが、カウンセリング

効果は実証されていません。相談者から

徴収する手数料はこれ以上引上げられな

い水準にありますし、一人の相談者から

もたらされる収入は減少傾向にあります。

新破産法の施行は需要の拡大をもたらす

でしょうが、反面、カウンセリング機関

の能力やカウンセリングの成果が厳しく

チェックされるようになるはずです。

　何が機能し何が機能しないかが十分に

研究されておらず、カウンセリングの成

果を測定する方法も定まっていないので、

財政上の問題の解決も遅れています。

　カウンセリング機関は自らどのような

価値を提供しているかを立証する必要が

あると思います。債権者が資金援助する

には、投資が将来の貸倒損失を削減する

という証拠が必要です。税務当局も税制

上の優遇措置を継続するには、カウンセ

リングによる教育やリハビリテーション

の価値に関する証拠が必要だと主張して

います。立法当局、規制当局も然りです

が、消費者も同じです。一旦失われてし

まったカウンセリング・サービスへの信

頼を回復し、需要を喚起するためには、

消費者に対しても証拠を提示しなければ

なりません。

クレジット・リサーチセンターの 

研究成果

　そこで、最後にジョージタウン大学の

クレジット・リサーチセンターが2002年

に発表した、「カウンセリングが借り手

のその後の行動に及ぼす影響」と題する

レポートについて紹介したいと思います。

　研究の目的は、「カウンセリングが相

談者の借入れおよび返済行動にプラスの

影響を及ぼすか否かを解明すること」で

あります。そのために、NFCCの会員で

ある５つのカウンセリング機関の協力を

仰ぎ、1997年にカウンセリングを受けた

１万4000人の相談者のデータを集めまし

た。対象となったのは、DMPを開始し

なかった相談者、すなわち予算カウンセ

リングのみを受けた債務者です。一方、

クレジットビューローから、カウンセリ

ングを受けた1997年とその３年後の２時

点における、個々の相談者の信用報告デ

ータおよびクレジットスコア・データの

提供を受けました。これらのサンプルと

比較するために、対照群としてカウンセ

リングを受けなかった10万人の債務者に

関するデータもクレジットビューローか

ら提供してもらいました。

　これらのデータを統計的手法を用いて

解析した結果、もともとの状況を同等で

あるとし、３年後の状況を見比べると、

カウンセリングを受けた借り手の方が債

務返済、債務履行の面でよりよい状況に

なっていることが確認できました。研究

の結果を要約すると、次の３つのポイン

トにまとめることができます。

　第一に、カウンセリングを求める意思

決定は、困難が待ち受けていることを暗

示する「早期警報」であるということ。

カウンセリングを受けたグループは近い

将来にスコアが下がる可能性が高い傾向

が見出せました。仮にカウンセリングが

教育的な付加価値を提供できないとして

も、早期警告を行うという価値を見出す

ことができるでしょう。

　第二に、カウンセリングは借り手の信

用力に関する全体的な影響、すなわち借

り手のリスクスコアに対し、有意にプラ

スの影響を及ぼしました。たとえば、ク

レジットスコアリング開始時でリスクス

コアが百分位で下から10番目の借り手の

場合、３年後のスコアの改善は、予想さ

れる破産・貸倒れの可能性を38％も減少

させるものだったのです。

　第三に、クレジット利用特性の点で、

さまざまな改善点が確認されました。カ

ウンセリングを受けた相談者の場合は、

残高のある口座数、債務総額、モーゲー

ジ以外の債務、クレジットカードの債務、

銀行カードのクレジットカードの利用率

が下がるという改善がみられたのです。

おわりに

　カウンセリングの有効性に関する研究

は、現在も進行しています。現在は、借

り手の行動を変容させるうえで特に有効

な手法と提供チャネルの発見を目的とし

た研究に取り組んでいます。電話方式で

も対面方式と同等の効果を得られるのか、

カウンセラーの訓練・経験と効果の相関

性などを検証しています。2006年末には

研究をまとめる予定ですので、その成果

を紹介したいと考えています。

　私は市場ベースのカウンセリングが大

いに有効であると考えております。クレ

ジットコストの軽減、状況悪化を防止、

公的サービス負担の軽減といった効果が

あるばかりでなく、クレジットショッピ

ングをしたい消費者にとっても、クレジ

ットのアベイラビリティ向上というプラ

スの作用をもたらすからです。しかも、

公的資金の負担なしにできるのです。
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　ú日本クレジットカウンセリング協会

は1987年３月、当時の通産省の許可によ

って設立され、20年近くが経ちました。

わが国では、クレジット業務が旧通産省

の所管であったこともあり、“クレジッ

ト”という言葉は“ショッピング”を指

すものという認識が強く、“クレジット

カウンセリング”もショッピングの返済

で行き詰まった人の救済としてスタート

しました。

　その後、2002年からは“キャッシン

グ”もカウンセリングの対象となり、管

轄も金融庁との共管になりました。また

これを契機に、クレジットという用語も

ショッピングとキャッシングの両方を意

味するようになったという経緯がありま

す。

　úクレジットカウンセリング協会の特

徴は、弁護士が中心となって、３年間の

弁済計画を無料で提供しているという点

にあります。先ほどもスターテンさんか

ら DMPに関するお話がありましたが、

弁護士が中心になって立案した弁済計画

を、私どもが債権者と債務者の間に入っ

て無料で斡旋する形です。またアメリカ

の CCCSの制度にならったという経緯

もあり、消費生活アドバイザー資格を持

つ方々が弁護士とペアになり、家計面の

カウセリングも行っています。ここでは

まず、相談者に家計簿をつけさせるとこ

ろから始め、３年間での弁済が可能であ

れば DMSを作るという方法をとってい

ます。運営資金は、銀行、消費者信用、

クレジット業界がすべて負担しています。

　組織としては、東京にセンターがあり、

名古屋と福岡に支部があります。また１

年間に１日ずつではありますが、仙台、

高松、熊本などで地元の弁護士によるカ

ウンセリングも実施しています。今後は、

できるだけ全国に支部のようなものを展

開することがひとつの課題となっており、

その財源をどう確保するかも大きなテー

マとなっています。

　11年近く当協会の専務理事を経験して

きた当時から、多重債務は非常に大きな

問題であると感じてきました。アメリカ

では年間150万件の個人破産があります

が、日本も年間40万件の特定調停と、若

干減ったとはいえ20万件の個人破産があ

り、合計60万件にも達しています。アメ

リカの人口がおよそ３億、日本が１億

3,000万人であることを比較しても、アメ

リカとそれほど変わらない状況にありま

す。またアメリカは過剰消費といわれる

国であり、日本が次第にそれと似てきた

ことも大きな問題ではないかと思います。

　今後、所得の不平等や高齢化という問

題を考えると、いまはまだ水面下に隠れ

てはいますが、多重債務はこれからもっ

と大きな問題になっていくのではないで

しょうか。やはりこの問題は、政治的な

観点も含めて社会全体で取り組んでいく

必要があり、総合的な政府の対策、すな

わち経済産業省、金融庁、あるいは法務

省や文部科学省など、関係各省庁が力を

合わせてこの問題に取り組んでいかなけ

ればならないと考えます。特に多重債務

問題は、病気にたとえれば癌のようなも

のであり、できるだけ早く発見して治療

することに知恵を絞っていく必要があり

ます。

　また多重債務問題への事前の対策とし

ては、教育が非常に重要ではないかと思

います。クレジットカード教育などもも

ちろんですが、多重債務とはどういう現

象なのか、その解決にはどのような方法

があるのかなどを、中学生くらいから具

体的に教えてはどうかと思います。また

事前の対策としてもう１点、個人個人に

対する与信枠のようなものを設定できな

いかと考えます。金融庁の懇談会などで

も議論されているようですが、たとえば

最初は希望者に300万円などの枠を与え、
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総利用額がそこに近づいていくほどに黄

信号から赤信号に変わるような、何らか

の注意信号が本人に与えられる仕組みで

す。

　一方、事後的な対策として、アメリカ

が連邦破産法の改正で取り入れたように、

破産や調停を行う前にクレジットカウン

セリングを導入するということについて、

日本も知恵を出してみる必要があるので

はないでしょうか。

　さらにまた、当協会の実績をみても、

多重債務化や自己破産を繰り返す人は必

ずおり、その過程でホームレスになった

り自殺したりという悲劇を生むことも少

なくありません。こうした人をどう考え

ていくかは非常に大きな課題だと思いま

す。

　ある弁護士から、ヨーロッパではこう

いう問題について、キリスト教会が“心”

の問題として対応しているという話を聞

いたことがありますが、日本では神社や

お寺にこうしたことを頼むのも恐らくは

難しく、やはり地方公共団体がこうした

ことにもっと力を入れていく必要がある

のではないかと思っています。 

　私たち消費者問題に取り組む者が、消

費者金融に関して最も取り上げたいのが、

いわゆる“３ K（高金利、過剰な貸し付

け、過酷な取り立て）”の問題です。しか

しこれが消費者問題の研究者だけが、そ

のような認識なのかというと決してそう

ではなく、JCFAが行った一般消費者調

査でも、８割の人がいわゆる“キャッシ

ング”を利用したことがなく、「金利が高

い」「何となくこわい」「督促が厳しい」

というイメージを持っています（JCFA

発行「クレジットエイジ」10～11月号参

照）。私たちが取り上げてきた問題は、こ

のように奇しくも一般消費者の意識とイ

コールの状態になっています。

　同じ調査をみても、キャッシングの非

利用者の中で、消費者金融の上限金利を

知っている人は半数しかいません。にも

かかわらず、なぜ「高金利」が意識され

ているのかというと、恐らくそれは利息

制限法と出資法による二重金利、いわゆ

るグレーゾーンの問題ゆえではないかと

考えます。このことが消費者に不透明な

印象を与えており、グレーゾーン問題が

早急に解決しない限り消費者の意識は変

えられないのではないでしょうか。

　一方、消費者金融を利用したいと考え

る理由として、「必要なときにお金が借

りられる」「素早くお金が借りられる」

「どこでも利用できる」「人知れず借りら

れる」という点が挙がっています。これ

らは借りたい人には非常なメリットであ

り、業界の方がいう“利便性”という言

葉に代表されるものでもあります。しか

しこれを裏返せば、安易な借入や無計画

な借入を増長するものではないかともい

えます。

　最近では自動契約機がいろいろな場所

に設置され、どこの業界でもリボ払いを

利用することができます。しかしリボ払

いは、常に一定の借金をさせておく機能

ともいえ、こうしたものも過剰貸し付け

の要因になっているのではないかと思わ

れてなりません。多重債務者が多数存在

することは、自己破産の増加とも深く関

係します。

　またキャッシングの利用理由として、

「生活費の補填」「銀行残高の補填」など、

赤字部分を埋めるのに使われていること

に注意しなければなりません。さらに
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「冠婚葬祭費」「事業資金の補填」「事業者

ローン」などのほか、「旅行・レジャー

費」「物品の購入」「飲食」「自動車・住宅

ローン以外の借金の返済」「ギャンブル」

などの項目が挙がっており、これを私な

りに分析すると、日常生活での突発的な

要因に加え、個人の性格に由来する要因

があるように思われます。ここに家族関

係や人間関係などが複雑に入り混ざり、

多重債務化が進むのではないかと考えま

す。

　突発的な要因としては、失業、病気、

事故、離婚、葬儀など、私たちの身の回

りに起こり得るものが挙げられ、ここに

人間関係などが絡んでキャッシング利用

に対する突発的要因を作るのではないか

と思います。また個人の性格に由来する

ものとしては、買い物、ギャンブルなど

の項目からも推察されるように、無計画

な借入れや、我慢のできない浪費癖など

が背景にあるように思われます。すなわ

ち自己をコントロールできないという人

物像が浮かび上がります。

　こうした中で債務者を救済するにはど

うすればよいかを考えると、家計管理面

と自己の性格に由来する面の双方にわた

る金銭カウンセリングによって、まず自

己をコントロールできるようにすること

が肝心です。とはいえ、金銭カウンセリ

ングは本人をバックアップするものに過

ぎず、どのように考えや行動を変えてい

くかは本人の責任です。その意味で金銭

カウンセリングは決して万能なものでは

なく、本人自身による問題解決を少しだ

けお手伝いするものだと思っています。

　日本では金銭カウンセリングはまだ十

分に認知されてはおらず、いかに認知し

てもらうかが大きな課題です。さらに、

誰がどのように設置するのか、金銭カウ

ンセラーの育成や資格という問題もあり

ます。また入り口にあたるものとして、

消費者に対する債務教育も必要ですが、

私はこれは業界に課せられた課題であろ

うと考えます。さらに今後は、クレジッ

トカードのキャッシングも多重債務の問

題を抱えていくと考えられますから、業

界横断的な消費者信用法の早期制定を求

めたいと思います。

　お金の使い方はその人の生き方です。

お金の使い方はあなたの意思を、あなた

の価値観を、そしてあなたが何を大切に

しているかを反映するものだと私は思っ

ています。 

　３年前、ヤミ金融対策を目的に貸金業

規制法と出資法が改正された際、３年後

に再び見直す旨が条文に明記され、間も

なくその時期がやってこようとしていま

す。政府当局の方でも懇談会形式による

議論がなされていると聞いていますが、

いま進められている懇談会に対して、少

しでも多くのまっとうな材料を提供する

ことが、本日のシンポジウムに期待され

る役割ではないかと考えます。

　今日のタイトルにもあるように、貸金

業制度の中でやや放置されてきたきらい

があるのが金銭カウンセリングの問題で

はないかと感じます。貸金業規制法は資

金需要者保護をうたってはいますが、実

際には自己破産や多重債務など、多くの

古くて新しい問題は全く消えておらず、

まさに本格的に取り組んでいくべき時が

きていると思います。

　このとき最も問題となるのが、自己破

産や多重債務に対する本格的な対応であ

り、さまざまな方法が考えられるところ

ではありますが、ここではセーフティネ

ットについてどう考えるかを提案したい
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と考えています。

　わが国の財政はいま非常に厳しい状態

にあり、何百兆円という赤字を抱えてい

ます。通常の財政状態にあるときなら、

セーフティネットの問題には公共セクタ

ーが取り組むべきだと考えたこともあり

ます。しかし国自体が借金まみれという

中では、さきほど紹介されたアメリカの

例のように、債権者が資金を出すという

考え方も成り立つのではないでしょうか。

それはアメリカの真似をするということ

ではなく、そのマーケットで一番潤って

いる人、いいかえれば“勝ち組”が資金

を出し、現実に困っている人に手をさし

のべていくという根本的な考え方のうえ

に立つものです。

　借り手の中にはどうしても自己コント

ロールが甘く、失敗する人も出てきます。

すべてその人の責任だという意見がある

ことも承知していますが、やはり勝った

人が負けた人に配慮していくという姿勢

は、これからさらに強く求められていく

ことでしょう。これからは財政頼みでは

なく、むしろ貸金業業界関係者の発意と

コスト負担によって、自分たちの顧客で

あった人たちをいかに救済していくかを

考える機会が来ているように思います。

　また、今も摘発が続いているヤミ金融

業者については、明らかに違法業者であ

り犯罪なのですから、警察によるいっそ

うの取り締まり強化を望みたいと考えま

す。

　次に、供給者側に対する問題を３つほ

ど挙げたいと思います。ひとつはグレー

ゾーンです。最近の最高裁判決に対して

は新聞紙面も大きく盛り上がっているよ

うですが、これはいまこの時点での司法

当局での判断であり、受け入れざるを得

ません。要は、貸金業のルールの中にこ

うしたグレーな部分が残っていることに

ついて、これをもっといまの時代にふさ

わしいものに変えていくことが必要だと

いうことです。このときに出てくるのが

上限金利の問題です。これには色々な考

え方が示されていますが、ここでひとつ

提案したいのは、金利を一律に上げる、

下げるということではなく、もっとめり

はりをつけてもいいのではないかという

ことです。たとえば消費者金融と事業者

金融を比べると、借り手の属性も金額や

期間も異なりますから、それに対応した

形での上限金利の見直しというものがあ

ってもよいのではないでしょうか。

　次に IT化です。これについては、IT

化が進み便利になりすぎると過剰貸し付

けにつながるという声もあります。消費

者金融のメリットは便利に借りられる点

にあり、それを助長するような制度改正

は“改悪”であるという指摘があること

も認識しています。一方で、取引履歴開

示請求が増加している現在、わざわざ消

費者金融会社に行って開示を求めるより

も、自分でネットから簡単に見られるほ

うが便利です。もちろんセキュリティの

保護や過剰融資が起きない仕組みをきち

んと講じた上で、IT化に対応する力の

ある業者については、こうした仕組みを

導入していっても差し支えないのではな

いかと思っています。

　そして制度の見直しです。ここでいう

制度とは、法律や行政のガイドラインに

限ったものではなく、業界内の慣行や自

主的な取り組みも含んでいます。いまま

で制度の見直しといえば、取締りの強化

ばかりでした。そういう方向にならざる

を得ない業界側のビヘイビアがあったこ

とは否定できず、その点は真摯に反省し

なければならないと思います。

　しかしこれからの時代、資金需要者や

関係者はそうした制度要求ばかりをして

いていいのでしょうか。やはり今後の制

度改革においては、取締り強化だけでは

なく、これまで挙げてきたような主要課

題に対する包括的な措置を講じることで、

貸金業市場の健全化をめざしていくべき

だと考えます。市場の健全化とは、業界

の保護育成だけでもなく、消費者保護だ

けでもない、その両方を図ることで達成

されるものであり、それが次の制度改革

のスタートを切るための基本的な哲学に

なるものと思います。

　私が申し上げたいのは、市場のメイン

プレーヤーとして最も潤っている方々で

あればこそ、セーフティネットづくりの

ための資金を出すべきだということです。

「今までもやっている」という声がある

ことは知っています。私も色々な場所で、

「うちの業界ではすでにやっていますが

知らないのですか」と聞かれますが、敢

えてそれには「知りません」と答えます。

なぜなら、現実の認知は決して高くない

ということが問題だからです。自分がや

っていると思っても、人に認知されてい

なければ何の意味もありません。独り相

撲はよくありません。今回のような制度

改革を機に、大々的にセーフティネット

作りに取り組む姿勢を見せていくことも、

ある意味で貸金市場の健全化に必要なこ

とだと考えます。

　今年の秋から“司法ネット”が稼働し

ますが、こうしたものをひとつの機会と

する方法もあるでしょう。ú法律扶助協

会の資料によると、毎年多重債務問題や

自己破産に25億～30億円の公金が結果的

に使われています。業界がこれと同じく

らいの金額を出し、こうした法律扶助事

業の資金を倍加するくらいのことをして

もいいのではないでしょうか。今日のテ

ーマである金銭カウンセリングにしても、

破産や民事再生だけではどうしても対応

できない心のケアについて資金を出し、

資格制度づくりや講師の養成など、具体

的なカウンセリングのあり方の検討に資

金を使う方法も考えられるでしょう。

　もちろん法制度もいまのまま放置して

おくことはできません。過払い金の問題

も、日本では、返済したものを後から返

してもらうような制度があること自体、

世界に恥ずかしいことです。制度改革と

自主的な取り組みは、車の両輪として機

能すべきものだと思います。
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坂野　今回のシンポジウムのテーマであ

る「消費者信用市場とクレジットカウン

セリング――多重債務問題と利用者保

護」の主旨は、適切なクレジットの提供

は我々の社会に必要不可欠なことである

一方、クレジットには多重債務問題に代

表される負の側面があることから、いか

にこれを減らしていけるかという点にあ

ります。参加申し込み時に実施した「多

重債務者救済のために必要なことは何

か」というアンケート結果によると、「消

費者教育」「法制度の整備」「上限金利の

あり方」「過剰貸し付け」「金銭カウンセ

リング」「違法業者の取り締まり」といっ

た項目を挙げた方がいずれも10％を超え

ています。これはすなわち、透明で競争

的、かつイノベイティブな市場を作るた

めの制度改革の重要性と、同時にセーフ

ティネットとしてのカウンセリングをど

う進行させていくかという問題意識の両

方によるものと解釈することができそう

です。従って、できるだけ効率的な市場

を作り、なおかつ負の側面を減らしてい

けるようなセーフティネットを作ってい

くこと。また効率的な市場のためには、

プレーヤーが十分な知識を持っているこ

とが必要であり、消費者教育の問題も大

切になってくるということだと思われま

す。ここからのディスカッションでは、

パネリストに順にコメントをいただき、

パネルディスカッション

「消費者信用市場とクレジットカウンセリング」�
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次いで問題点を整理しながら議論を進め

ていきたいと思います。

太田　「金融システム整備による経済活

性化を推進する議員連盟」が間もなく設

立されます。このテーマについて、私ど

もはどうしても及び腰でしたが、今後は

こうした場を設け、超党派できちんと取

り組もうということになったものです。

ここでは一切のタブーを設けず、この世

界にかかわるすべての人に加わってもら

い、洗いざらい話していくことで、どう

いうコンセンサスを得ていけるかを模索

していきたい考えです。法改正に向けて、

まだ定まった考えを持っているわけでは

ありませんが、逃げずにちゃんと取り組

んでいくつもりです。先日も、金融庁が

グレーゾーン問題解決のために制限金利

を動かすという新聞報道があった際、す

ぐ局長が「決してそんなことは言ってい

ない、新聞が勝手に書いたので困ったこ

とだ」言ってこられたのですが、行政も

それほどこの問題にはナーバスになって

いる状況です。

　今日のテーマである金銭カウンセリン

グとは、法的にすでに破綻している、あ

るいは破綻直前にある人々をどうするか

ということだと思います。私は政治家に

なる前は福岡の大学で経済原論の助教授

をしており、この話をするときには必ず

“資金需要者”と“供給者”の関係を示す

グラフが頭に思い浮かばなければいけな

いと思っています。

　消費者金融の場合、供給曲線は３つの

段階的ステップを描くことになります。

すなわち、銀行が自分で消費者ローンを

行うときの相当低い金利による貸し付け、

次に銀行が消費者金融会社の保証を受け

て行う貸し付け、そして消費者金融会社

単独での貸し付けです。従って縦軸に金

利、横軸に借入額を取ると、需要者は金

利の低い供給者から利用しはじめ、借入

枠が一杯になると次に高い金利のところ

へと段階的に動いていく。これに対して、

高金利では少額の利用、低金利では高額

の利用になるという通常の需要曲線にな

ると仮定し、需要と供給の交点が仮に

30％であるのに、制限金利が20％である

という場合は、供給に対して需要が過剰

となり、通常なら金利は上がる方向に向

かいます。ところが現実には、それだけ

の金利を払ってでも借りたいと考えてい

る人のニーズが満たされておらず、多重

債務化が進み、破綻してしまう。つまり

制限金利を低くすればするほど、借りる

場所を失って破綻する利用者を増やすこ

とになると説明することができます。

　こうした破綻の周辺にいる人々は、必

ずしも合理的かつ冷静な判断のできる状

況にはなく、本日のテーマも、そうした

人々に対して何をしていくかということ

ではないかと理解しています。ひとつの

方法としては、アメリカで立法化された

ように、破綻を決める訴訟の前に、手続

きとしてカウンセリングを義務づけるこ

とも、いま考えられる穏当な方法でしょ

う。次にもう少し洗練された方法として、

信用情報のうえで破綻が予測できる人々

について、破綻する前ではなく、各消費

者金融会社においてカウンセリングを義

務づけることもできるのではないでしょ

うか。リスクの高い資金需要者と供給者

の間にあるマーケットには、このように

問題解決のための何らかの仕組みを組み

込んでいく必要があると考えます。

　もし我々が制度を作るとすれば、貸し

手にも何らかのカウンセリング機能を併

設した形でビジネスができるような仕組

みを作る、何らかのクオリフィケーショ

ンをしていく必要があると考えます。上

限金利を最終的にどうするかは、こうし

た周辺のことを考えながら整理していき

たいと思います。

　もうひとつ、わが国では大変な勢いで

規制緩和が進んでいるなかで、消費者金

融の世界だけは規制を堅持すべきという

意見が根強いのは非常におかしなことで

す。解決するのは高金利や多重債務問題

であって、別の切り口で規制を強化し、

ビジネスの円滑な進展を阻害してしまう

ことがあってはいけません。本質的な問

題をちゃんと切り分けて考えていくこと

が必要です。いずれにしても、これから

立派な議員連盟ができますので、私も一

般会員として発言し、わが国にとってよ

い解決方法が見つかるように努力してい

きたいと思っています。

酒井　これまで多重債務問題は、どちら

かというと低所得者層の問題と一般的に

認識されてきました。しかしどうもそう

ではないらしい。坂本さんも指摘された

ように、多重債務者はこれから増えてい

くという点は私も同感であり、しかもそ

れは質的にかなり変化していくものと思

っています。その根拠としては、まず企

業社会が転職社会になっていくことが挙

げられます。転職社会においては、ステ

ップアップは必ずしも図られず、また企

業の成果主義が行き過ぎると、保険会社

で数万円の月収をめぐって訴訟が起きた

ように、サラリーマンが大きなリスクに

さらされていく可能性もあります。また

今までは預金社会でしたが、ネット証券

会社の口座が250万といわれるように今

後は個人投資家が増え、株式投資が大衆

化。日本型401Kが普及すれば株式によ

る年金の運用も増加し、それも単に投資

信託ではなく、アメリカのように投資す

る銘柄や配分も自分で決められるように

なるかもしれません。こうして投資社会

が進めば、負け組というものもそれに応

じて増えてくることになります。

　アメリカでは、家計の決済にクレジッ

トカードが占める割合は23％。これに対

して日本は10％と一見低くみえますが、

企業のマーケティング戦略などをみる限

り、日本でもクレジット社会化はさらに

進展していくと思われます。また消費者

金融でもまさに新しい展開が始まってい
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ます。かつてのサラ金地獄や昨今のヤミ

金地獄などは、確かに大きな社会問題で

した。土田さんが紹介されたように、消

費者金融がいまも怖いイメージを持たれ

ているのも、こうした歴史的な事件が何

度かあったためですが、最近の動きをみ

ると、銀行による消費者金融会社のグル

ープ化が進展し、大手銀行の店舗内に消

費者金融会社の ACMが置かれていくよ

うな展開も進むことでしょう。消費者金

融会社と地銀との業務提携もますます進

むものと思います。こうした動きは、か

つてのイメージを解消する作用を持って

いる反面、安易にお金が借りやすくなる

状況を生む可能性も否定できません。こ

うした現象から“金融の大衆化”が始ま

っていくのだと思います。

　アメリカでは金融商品がたくさん登場

し、消費者がこれらを選ぶ、いわば大人

の社会なのに対し、日本は預金の社会か

らようやく人々が金融商品を選ぶように

なってきた、よちよち歩きの社会です。

そうした観点からみると、私にはカウン

セリングという話はまだまだ遠いことの

ような気がしてきます。その前にやらな

ければならないことがたくさんあるので

はないでしょうか。

　たとえばアメリカでは、個人は自分の

信用情報にアクセスすることが可能であ

り、それを訂正することもできます。こ

うした情報に対するアクセス権は日本で

は十分に整備されておらず、情報機関も

業態別に分かれている状態なので、一人

ひとりがどれだけお金を借りているか、

それが年収の何％に当たるのかを個々人

が知る方法がありません。それなくして

カウンセリングが受けられるのでしょう

か。アメリカの場合、個人の信用情報が

９段階に分かれており、消費者はそれを

知ることで、自分の段階をひとつでも上

げるために努力しようという形でカウン

セリングが行われるということも聞いて

います。こうしたことが未整備のままカ

ウンセリングを議論してよいのかという

ことも問題提起したいと思います。

　もうひとつ、アメリカは何でもカウン

セリングという社会で、何かあればすぐ

精神科にかかりますが、日本ではそれは

あまり日常的なことではなく、カウンセ

リングのコンセプトそのものを、もう少

し国民全体に浸透させる必要があると思

われます。金融の民主化・大衆化が進め

ば、多重債務は低所得者だけの問題では

なく、ある日突然自分がカウンセリング

を受けねばならない状況になるかもしれ

ません。それに備える意味からも、太田

さんが指摘されたカウンセリングの義務

化を含めて、もう少し検討する必要があ

ると思います。

　またアンケートのトップに来ていた消

費者教育なども、証券会社でも株式教育

に力を入れたり、経済産業省がニート対

策として職業教育を推進しているように、

子供たちがお金を上手に使えるようにな

るように、早い段階からの金銭教育が重

要になると思います。教師に代わって職

業人が教育現場に入り、生きた金銭教育

を行うことも必要でしょう。このように

事後規制、セーフティネット、企業側の

情報開示、さらにはヤミ金発生のメカニ

ズムなど、さまざまな問題を広範に討議

したうえでカウンセリング問題を議論し

ていかなければ、問題は解決しないので

はないかという感想を持っています。

スターテン　今日は多重債務に関するコ

メントがたくさん出ていますが、私は大

きな構図の中でこれにどう対処するかに

ついて、３点の提言をしたいと思います。

ひとつは、恐らくうまくいかないと思い

ますが、政府によって上限額を設定する

やり方です。やはりこれは個々人が判断

するもので、政府は主旨の全体像を示す

にとどめるべきだと思います。

　次に、個人信用情報の整備です。債権

者がより責任ある貸し付けを行うために

も、個人の借入総額を知ることには大き

な意義があります。アメリカの場合、小

売り、流通、割賦、銀行などとデータベ

ースが分かれていないため、業態に関係

なく情報がひとつになっています。住宅

ローンだろうとオートローンだろうと、

単一のデータベースを大いに活用するこ

とによって個人の債務総額や返済余力を

判断し、適正な貸付額と金利を設定する

ことができます。そのためにも信用情報

は整備すべき最も基本的なインフラだと

思っています。また興味深いのは、信用

情報の開示が、債務者に対しても借りす

ぎを防止するインセンティブとなること

です。消費者個人も、ローン申込みや住

宅取得、電話の開設などいろいろな場面

で信用情報が使われることを知っている

ので、そこに汚点を残すと生活に支障を

きたすことを強く認識することによって、

規律のある消費行動を行うことが期待で

きるわけです。

　クレジットカードには非常に誘惑的な

側面がありますが、これを活用したより

高度な金融商品も登場しています。たと

えば利息分を払うだけで利用できるモー

ゲージローンなどもそのひとつです。こ

れらは非常に魅力的な商品ですが、仕組

みの背景がわかっていないと非常に危険

かもしれません。もし将来的に利息が見

直され、返済ができなくなったらどうな

るかということまで消費者が理解できる

ような、透明な商品設定が必要でしょう。

教育にしても、何を盛り込むか、誰を対

象にするかなどによって、この問題は非

常に複雑化します。たとえば学校教育の

カリキュラムの一環として取り入れるに

も助成金が必要ですし、民間からの支援

も必要となるでしょう。何かひとつ新し

いものを設定するには、必ず複数の利害

関係者がそこに係わっていかねればなり

ません。

　３点目がクレジットカウンセリングで

す。カウセリングそのものは、多重債務
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問題の解決にうまく機能するものだと考

えます。過剰な期待を寄せるのはよくな

いかもしれませんが、初期の段階で行わ

れるカウンセリングには非常に大きな効

果があります。しかしそれに高額の費用

が必要なら、消費者の足は遠のきます。

日本の DMPが弁護士によって作成され

るとすれば、その費用は当然高いものに

なり、カウンセリングを受ける動機付け

が薄れてしまうかもしれません。料金設

定が妥当であるかどうかは、法整備の問

題にもかかわってきます。弁護士だけし

か DMPを作成できないというのではな

く、それに代わる資格や免許制度などを

設け、債務計画づくりに携われる人を公

的に育成することが必要だと思います。

　アメリカの場合、プラスチックカード

をみると誘惑にかられるという人は所得

層に関わらず存在します。そのためにも

多岐にわたるカウンセリングによって救

済へのヒントを広く与えていくことが重

要です。日本でもクレジットがさらに普

及していけば、問題を抱える人は幅広い

所得層において発生していくでしょう。

そのためにもネットワークをできるだけ

徹底的に活用し、対応していかれるのが

よいと思います。

市川　制度の議論についても皆さまの関

心が高いと思いますので、金融庁におけ

る検討の状況についてご説明したいと思

います。貸金業規制法は議員立法として

制定・改正され、19年１月を目途に見直

しがなされることになっています。金融

庁としてもそのための論点について有識

者の考えをできる限り的確にとりまとめ、

立法府にアドバイスできるよう、総務企

画局長の私的懇談会として「貸金業制度

等に関する懇談会」を昨年３月から開催

しています。ここでは、資金需要者の利

益保護という法律の目的にかなう制度設

計のために、幅広い問題を議論していた

だいており、委員からは「多重債務問題

の解決のために道筋をつけるべき」との

意見が強く示されています。またみなし

弁済制度に関する最近の一連の判例に対

しても、制度論として受け止めていく必

要が指摘されています。

　去る１月27日の懇談会に、事務局から

「今後の検討課題」と題する論点メモを

提出しましたが、ここにも「過剰貸付規

制」「金利規制のあり方」と並んで、これ

と密接に関係してくる問題として、重要

な金融インフラであるクレジットカウン

セリングや信用情報機関のあり方も議論

されることになっています。ただ最近の

一連の報道にあるように、金融庁として

過剰貸付規制や金利規制の改正方向につ

いては何ら方向性を決めたという事実は

なく、懇談会においてこうした問題につ

いて議論を深めているという状況です。

　次にクレジットカウンセリングについ

ては、懇談会でも（財）クレジットカウ

ンセリング協会をお招きして多重債務化

の実態やカウンセリングの仕組み、組織

拡充のための課題などについて有益なご

意見を頂戴しました。また私を含め金融

庁の関係者が JCFA（日本消費者金融協

会）のファイナンシャルカウンセリング

研究会にオブザーバー参加しているとこ

ろでもあります。カウンセリングについ

ては、業者に係る過剰貸付規制を補完す

るという位置づけで、債務者の適正な借

入判断を助けるという、消費者金融市場

の重要なインフラと認識しています。こ

れについては、債権者の資金拠出と関係

者の協力によってよりいっそう普及が図

られていくことが望ましいと考えます。

　個人的には、カウンセリングという概

念については、過剰借入に対する予防的

なカウンセリングと、早期の処置・再発

防止を目的とするカウンセリングの２つ

があり、前者は消費生活アドバイザー等

による家計指導等が主たる内容になると

思いますが、後者については法の制約等

もあり、弁護士等による債務整理とアド

バイザーによるフォローアップの組み合

わせになることが有効なカウンセリング

実施のカギだと考えています。坂本さん

からもご説明があったように、債務整理

をするだけでなく、アドバイザーがフォ

ローアップすることによって再発率を低

減させられるということでもあり、弁護

士会や司法書士会にも理解をいただきな

がら、クレジットカウンセリング協会の

支部の拡大がいっそう進むことが最も望

ましいと考えています。

　第３に、制度のあり方について、司会

者からも事前の規制がよいのか、セーフ

ティネットがよいのかという問題設定が

ありましたが、私は“事前”か“事後”

かという問題設定には違和感があります。

理由のひとつは、現行法上の過剰貸付規

制の徹底とクレジットカウンセリングの

ような過剰借入の防止措置は車の両輪で

あって、一輪車ではなかなか機能しない

であろうということ。もうひとつは、ス

ターテンさんからも説明があったように、

アメリカではカウンセリング機関が非常

に普及しており、カウンセラー数も１万

を超えているのに対し、わが国ではカウ

ンセリング協会の規模も小さく、インフ

ラ整備には非常に時間がかかるであろう

ことがあります。しかし日本の多重債務

の現状はアメリカ並みになりつつあり、

インフラ整備をただ待てばよいという姿

勢では、日本社会が直面する課題に答え

ることにはならないと思います。

坂本　冒頭発言に１点だけ付け加えると、
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いま市川さんから、カウンセリング協会

では弁護士が計画を作成してアドバイザ

ーがフォローアップする方法がうまくい

っているとのご指摘がありましたが、た

しかにカウンセリング協会の弁済は非常

にスムーズに行われています。これは消

費生活アドバイザーがしばしば電話を入

れて、確認をしているといったことが背

景にあります。最近では個人版の民事再

生法が施行され、破産せずに３年程度で

返済をさせる手法ということですが、弁

済についての今後の実績にも注視してい

く必要があると思っています。

土田　私も冒頭発言への補足ですが、多

重債務化の要因として突発的な事情と個

人の資質の問題があると発表しましたが、

こうした人がすべて多重債務者になるわ

けではありません。多重債務になる人と

ならない人の区別をどうつけるか、消費

者相談の現場をみていると、そこには随

分大きな温度差があります。これをどう

見つけるかという問題があります。先ほ

ど司法ネットという話が出ましたが、現

状ではそれだけではうまく機能しないと

いう気がします。多重債務に陥る恐れの

ある人々が相談できる場所に関する情報

提供は、やはり業界の方々が行うべきだ

と思います。また相談できる場所は身近

なところにあるべきです。そして債務者

の心理を分かっている人に相談に乗って

ほしいということ。多重債務の多くは、

返そうとしてあちこちから借りまくり、

そのために債務が膨らんでしまうケース

です。そうした債務者の心理を少しでも

わかってあげられる方が相談を受けるよ

うな相談場所であってほしいと思います。

たしかに弁護士のいうように債務整理を

することも、ある人にとってはよい解決

方法になるかもしれません。しかし多重

債務になった根本的な原因を取り除かな

ければ、その人はギャンブル癖や浪費癖

から抜け出せず、再び多重債務を繰り返

す可能性があります。多重債務問題の解

決は決して容易ではありませんが、ひと

つ有効な解決策があるとすれば、私は金

銭カウンセリングではないかと思ってい

ます。

石川　つい先日、最高裁による自己破産

申立件数の統計が出ていましたが、今世

紀に入ってからずっと20万人台を超えて

おり、貸金業関係が９割ということでし

た。しかし2005年はこれを割り込んでお

り、最高裁によると景気が上向いてきた

ためではないかとのことですが、その原

因はよくわかっていないようです。もち

ろん自己破産者が増えるより減ったほう

がいいに違いありませんが、まだ18万人

もいるのです。数字が減少傾向にあると

いうだけで、早とちりをせずに問題に取

り組んでいく姿勢が重要だと思います。

数字はどうしても一人歩きするもので、

今年１割減ったから来年はもっと減るの

ではないかと考えがちです。しかし、絶

対数として依然多くの自己破産者がいる

という事実を見据え、資金需要者の保護

に努めていく必要があります。また先の

発言にもあったように、破綻しそうな人

に対し、未然防止策としてカウンセリン

グなどの手をさしのべる必要もあると思

いますし、実際に落っこちてしまった人

を引っ張り上げて助けるという両面も必

要でしょう。金銭カウンセリングについ

ては、この両方の仕組みを作っていける

よう、政・官・業が一丸となってあたっ

ていくべきだと思います。

坂野　ここまでの議論では、第一に、や

はり多重債務が大きな問題となり、その

原因は何であるのかということ。次に、

これに対して果たしてクレジットカウン

セリングが有効なのかということだと思

います。議論の出発点として、今の時点

でカウンセリングにどのようなものが考

えられているのかについて、市川さんか

らは早期の処置と再発防止という分け方

が示され、石川さんからも近い概念とし

て早期の処置としての法律相談と、再発

防止としての金銭カウンセリングという

お話がありました。基本的にこうした分

類でよろしいでしょうか。

坂本　カウンセリングの基本は家計です。

単身者であれ家族であれ、人間が生活す

る以上お金は切っても切り離せないもの

であり、時にそれがうまく行かず、収支

のつじつまが合わなくなる人がいるとい

うのが現実です。従って、家計という部

分が基本的に押さえられないとこの問題

はうまく片づかないという気がします。

カウンセリング協会では、相談者にはま

ず家計簿を付けることから指導を始めま

す。なかなかそれができない人も少なく

ありませんが、ノートにレシートを貼る

だけもいいから、毎日何にお金を使った

かを記録しなさいというところから始め

ることが非常に重要です。カウンセリン

グの基礎は家計にあるということを申し

上げておきたいと思います。

土田　早期のカウンセリングというお話

がありましたが、いますぐお金を借りる

必要がある人に対し、「カウンセリング

を」というのは実際には難しいと思いま

す。「それだったら他へ行く」ということ

になってしまうでしょう。私はむしろ、

お金を借りるときに必要なのは債務教育

であって、債務が滞ったときにどうする

のか、万一返せなくなったときにはこう

いった手続がありますよといった情報も

この段階で提供する。お金が必要な人は、

一刻も早く借りたいと思っているわけで

すが、そこで一呼吸入れ、万が一返せな

くなったときのことなどをきちんと教え

ることは、カウンセリングというよりも

むしろ債務教育だと思っています。

坂野　金銭カウンセリングの有効性につ

いて論じ合ってみたいと思います。先ほ

どスターテンさんからは、カウンセリン

グ自体が早期警報装置のような機能を果

たしているとか、カウンセリングを受け

る前と後とでは、借入のビヘイビアにも
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違いがあるという実証結果も示されまし

た。他の皆さんも、カウンセリングの有

効性については認められていると思いま

したが、その点は間違いないでしょうか。

酒井　私もカウンセリングは恐らくとて

も有効だと思いますが、問題はいまの日

本のカウンセリング機関の数を増やして

いくときの費用対効果ではないでしょう

か。資金を公的機関に頼るのか、債権者

が提供するのかも大きな問題ですが、カ

ウンセリングそのものにどれだけお金を

使うのか、あるいは学校などでの金銭教

育にお金を使うのか、信用情報機関やシ

ステムの統一に向けて債権者に資金を出

してもらうのかといったことの優先順位

の問題ではないかと考えます。次に、カ

ウンセリングが必要だとするなら、いか

にそのコストを下げていくか。アメリカ

の場合、ご説明があったように宗教団体

やボランティア団体なども力を注いでい

るようですし、カウンセリング事業を営

利事業として育てていくという部分がな

いと、日本のような無宗教社会ではなか

なかその芽は出てこないのではないでし

ょうか。公的資金に頼るにも、国がこれ

だけ借金を抱えている状況ではなかなか

難しいわけですが、債権者がお金を出せ

ばいいかというと、それも議論としては

難しいところだと思います。いまの消費

者金融会社の場合、荒っぽい言い方をす

ると、まともなところとそうでないとこ

ろ、あるいは情報開示をきちんとしてい

る会社とそうでない会社に二分化してお

り、多重債務者問題はどこで発生してい

るのかを見据えないと、債権者の中でも

お金の出し方が変わってくるのではない

かということも議論していく必要がある

と思っています。

坂野　市川さんと石川さんは、基本的に

は債権者が出すべきというご意見だった

と思いますが、いまの酒井さんのご意見

を踏まえて何かご意見はありますか。

石川　会社が新規事業を始めようという

とき、あるいは役所が新たな政策を提案

しようというとき、最初は100点満点を

求めるところからスタートしますが、途

中でいろいろと調整が入り、最終的には

及第点を取ることが重要だという考え方

に落ち着きます。国会でも、過半数で議

決を取るというおおらかな気持ちで制度

というものは作られていくものではない

でしょうか。時間をかけて100点満点の

ものを作るというより、いま70点のもの

を作るほうが救われる人は多いだろうと

いうのが、私の経験にもとづくひとつの

考え方です。つまり次善の策ではあって

も、いまそこにある危機を回避すること

のほうが重要。個人信用情報機関のあり

方についても、いま関係当局の間で議論

が交わされているようですが、これも一

度に全部をつなげるには相当な時間が

“かかりそう”だと聞いています。仮にも

のすごい時間がかかるというなら、それ

を待っている間、過剰貸付対策は行わな

いのかといえば、いまそこであえいでい

る人がこれだけたくさんいるということ

に対して、緊急的な次善の策をどんどん

打っていくことが、行政にとっては行政

責任であり、業界においては金融サービ

ス責任というものだろうと思っています。

規制的なもの、慣行的取り組み、資金拠

出など手法や手段はいろいろあるでしょ

うが、PL法のように責任を持つべき人

がそれを負っていきながら、やれること

をすぐにやるということなのだと考えま

す。従って、カウンセリングは正しいこ

となのかという問いに対しては、正しい

と思うけれども、私の意見としては、と

にかく“やろう”“やってみよう”という

ことです。３年、５年と経ってみて、だ

めだったらやり方を改めながら直してい

けばよいのであって、100点満点より、

合格点を取っていこうという気概で取り

組んでいくべき問題なのだと思います。

市川　信用情報機関の話もカウンセリン

グの話も、いずれも懇談会で取り上げて

いると申し上げましたが、その優先度に

ついてはスターテンさんからも指摘があ

ったように、セーフティネットとしての

カウンセリングは、信用情報の整備や金

銭教育がなくてもワークするという点に

尽きるのではないかと思います。またク

レジットカウンセリングそのものも、私

は金融インフラとして恒常的に必要なも

のだと思っています。市場における“情

報の非対称性”というものがよく問題に

なりますが、お金を貸す・借りるという

関係の中で、貸し手が切羽詰まって合理

的な判断ができないということはあり得

ないのに対し、借り手は往々にして合理

的判断をし損ねてしまいます。それを助

けるのがクレジットカウンセリングであ

り、多重債務が進んでいない段階での予

防的なものであれ、もはやこれ以上借り

られない状況の人に対するものであれ、

この点は同じだと考えます。消費者基本

法でも、消費者を保護の対象ではなく一

人の自立したプレーヤーとしてとらえる

ことになっており、そうであれば、消費

者が合理的な判断ができるよう助けてあ

げるためのインフラが必要です。そこで

貸し手と資金需要者の間に対等な関係を

作っていくなら、貸し手が資金を拠出す

るのは当然だろうと思います。国にお金

があるなしの話ではなく、金融インフラ

を整備する努めについては、そのマーケ

ットの中で解決していくことではないか

と考えています。

坂野　スターテンさんから、アメリカに

おける営利的なカウンセリング機関の急

成長についてのお話がありましたが、こ

こにおられる方も、多くがカウンセリン

グ機関は非営利であるべきというイメー

ジをお持ちであり、アメリカでも営利機

関の評判が悪いということもあって、非

営利のほうがよいという印象を受けた方

も多いと思います。その点どうお考えで

しょうか。
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スターテン　アメリカでも、恐らく30年

以上にわたって営利か非営利かという議

論をしてきました。60年代の後半ごろは、

非営利であれば消費者からの収益によっ

て組織の利益を拡大しようというインセ

ンティブが働かないため、非営利のほう

が消費者利益にも合致すると考えられて

いました。しかし実際には、非営利団体

であってもさまざまなサービスを提供し

て収益を上げ、それを組織の上層部に環

流させるといった手法が使われ、非営利

でありながら消費者利害と逆行するよう

なことを行うところも出てきました。

　消費者は、たとえば資金を運用したけ

れば FPや金融機関など営利事業者を訪

ね、対価としての手数料を払うかわり、

信頼できるアドバイスを受け、個人とし

て運用の判断をするという心構えをする

ため、アメリカには営利・非営利の両方

が成り立ちます。この他、共同組合組織

のカウンセリング機関もあります。しか

し色々な組織形態があるとはいえ、どの

ような形態がよいかについて一律に述べ

ることは困難だと思います。また弁護士

からは、法律の専門家としてのアドバイ

スを受けることはできますが、彼らも営

利であることは事実です。従って、やは

り最低限の規則やルールを遵守しながら

運営されているところが消費者に最も役

に立つということだと思います。

　アメリカのカウンセリング機関は、市

場に提供されるひとつの選択肢であるに

過ぎず、公的資金が入っているわけでは

ありません。またカウンセリング機関は、

別に好奇心旺盛な消費者のために機能し

ているわけでもありません。きっかけと

なるのは、消費者自身が実際に何らかの

問題あるいは問題の種があると感じてい

ることで、それについて教えてもらいた

い、相談をしてみたいと思う人がカウン

セリング機関を訪れるのです。

　一方、債権者にもカウンセリングがき

ちんと機能すれば、カウンセリングを受

けていない人より効率的な回収ができる

という思惑が働きます。また債権者間の

情報共有に関しても、あくまで中立的な

第三者機関に委ねるほうが金融業界も受

け入れやすいでしょう。カウンセリング

がうまく機能するためには、資金の問題

も含め、消費者、業界両方がカウンセリ

ングに対して持っている思惑を活用、あ

からさまにいえばうまく利用できるよう

な何らかの仕掛けを考えることが一番よ

いと思います。

坂野　これまでの議論で、カウンセリン

グは最善の策ではないかもしれないが有

効であろうということ、また日本の場合

は量的にも質的にも不十分なので拡大が

必要だということについてほぼコンセン

サスが得られたように思います。では、

どういう形でカウンセリングの供給を拡

大していくかですが、先ほどからいろい

ろなタイプのカウンセリングがあること

が紹介されましたが、そこに何らかの統

一的なカウンセラーの資格のようなもの

を作ったほうがいいのか、あるいはそれ

ぞれ側面が異なるので、機関ごとに別々

の人を充てたほうがいいのか。また法律

扶助や司法ネットというお話も出てきま

したし、地方自治体が行っているものも

あります。その上で、誰がどういう形で

カウンセリングを提供していくことがよ

いとお考えでしょうか。

坂本　私どもの協会は、各地の弁護士会

から推薦を受けた弁護士に来てもらって

いますが、最近は司法書士法の改正もあ

って、各地の司法書士が積極的に債務整

理に係わるようになってきています。今

後、協会組織の拡充を図っていくには、

弁護士だけでは数が確保できないという

問題が出てくると考えられ、弁護士法と

の関係も調整しながら、司法書士への依

頼も考えていく必要があろうかと思って

います。もうひとつ、弁護士のサポート

を消費生活アドバイザーに行ってもらっ

ていますが、それ以外にも消費生活コン

サルタントなど、色々な資格を持った

人々を確保していくことも課題です。ま

た消費生活アドバイザーの訓練はいわゆ

る OJTで行っていますが、果たしてこ

れで十分なのかという問題もあり、家計

経済学の勉強なども含め、家計カウンセ

リングのための訓練をいかに効果的に充

実させ、養成を図っていくかについても

っと考えていかなければなりません。

坂野　土田さんはカウンセラーの大量養

成についてどのような考えをお持ちでし

ょうか。

土田　NACSは消費生活に関する有資

格者の集まりですので、皆さんからみる

とカウンセラーの予備軍といえるかもし

れません。しかし誰でもそうなれるかと

いうと、そこにはやはりハードルがある

と思います。私たちの団体には、消費生

活センターで相談員をしている人からす

でに退職した人まで色々なメンバーがい

ますが、現在、現場の人たちは非常に多

忙です。２年前の数字ですが、全国のセ

ンターには183万件もの相談が集まり、

貸金関係の相談も非常に多いのですが、

その一つひとつに懇切に対応していくこ

とは量的にも不可能で、弁護士会やカウ

ンセリング協会、もしくは JCFAのカウ

ンセリングサービスを受けるよう勧めて

いるのが現状です。また実際問題、その

人が何の相談で来ているのかが分かるま

でには、時間をかけて話を聞いてみる必

要があります。さらにその上で、その人

に応じたカウンセリング機関を紹介して

いくわけで、その能力をいかに担保する

かが現実的な問題となっています。

　私は、相談員には債務者の身になって

少しだけでも話を聞いてあげられるスキ

ルを持ってほしいと思います。それによ

って債務者は、話を聞いてもらうだけ納

得することもあれば、弁護士のところを

訪れる決断をすることもできます。いま

消費者相談の現場にいる人も、すでに退
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職した人も、相談を受ける能力において

は非常に高いスキルを持っています。認

定資格の話とは別に、私はこうした方た

ちに改めて基礎的なトレーニングをして

もらうことで、よりよいカウンセラーを

育てる土壌が作れるものと思います。

石川　私も、土田さんのような方々にど

んどん音頭を取って進めていただきたい

と思います。それに対する支援のあり方

は別途検討しなければなりませんが、案

を書いて提示することがまず大事だと思

います。NACSさんのほうで、たとえば

退職された人たちに再度勉強をして現場

に戻ってもらうのか、それとも育成の側

に回ってもらうのかなど色々な絵を描い

て、都道府県ベースなどやれるところか

らアクションを起こし、それが次第に各

地に飛び火していくというのが理想では

ないでしょうか。全国一斉にやろうと思

うと、場所やなり手の問題などいろいろ

な制約が出てくるでしょうし、まずはで

きる地域から取り組んでみることだと思

います。

酒井　愛光という社会福祉法人の理事を

している関係からの発言ですが、千葉県

では福祉の総合相談窓口を設けておりま

す。私どもの団体からも「すけっと」と

いう相談窓口を設けており、24時間365

日体制で運営しています。開設時間に制

限を設けず電話相談もできるため、これ

までなかなか相談に来られなかった精神

障害者の方からの電話が増えています。

相談員の数が足りなくなるほどです。い

まのお話のように、できるところからや

るとすれば、同じように多重債務問題の

相談に乗ってくれる公的な窓口に近いも

の、たとえば社会福祉法人なども考えら

れるのではないでしょうか。いまネット

検索で「多重債務」を引くと、上位に来

るのはほとんど“多重債務センター”な

どと名乗るもので、これらが果たしてち

ゃんと助けてくれる公的なものなのかが

非常にわかりにくい。多重債務者も弁護

士のところは敷居が高く、同じ行くなら

良い弁護士を紹介してほしいと思ってい

ます。私もそうした相談を受けたことが

ありますが、やはり彼らは金融に対する

知識も乏しく、弁護士のこともほとんど

知りません。相談先について明快な情報

がないという中では、やはり公的かつ専

門の相談窓口を作り上げたほうがよいと

いうのが私の経験に根ざした提言です。

坂野　多重債務者がどこに相談すればい

いのかわからないという問題は確かにあ

ります。酒井さんのご提案のようなやり

方もあると思いますが、他にネットワー

ク化や機関ごとでの情報の共有化など、

何かうまいやり方はあるでしょうか。

市川　過剰借入の予防の役割も果たして

いれば、再発防止の役割も果たしている

というカウンセリング機関であって、か

つ公的な役割も持っているとなると、私

の知る限り（財）クレジットカウンセリ

ング協会しかなく、やはりここを組織拡

大していくということが筋なのだろうと

思います。相談窓口はもちろんここだけ

に限るということではなく、色々な入り

口があり、ネットワークでつながってい

けばよいわけですが、まさにいま JCFA

がファイナンシャルカウンセリング研究

会を進めており、先般その中間報告にお

いても、ネットワーク化がひとつの課題

であると指摘されています。同研究会に

は私もオブザーバーとして出席しており、

今後の議論においては、予防的な機関と

いうものをどうやって普及させるか、あ

るいは実際にオペレーションを行う機関、

クレジットカウンセリング協会のように

双方を兼ね備えている機関、それぞれを

どのように発展させ、ネットワーク化を

図るかについて、戦略的な提言をお願い

したいと期待しているところです。

　さらに業界自身の取り組みとして、ひ

とつには47都道府県の貸金業協会の多く

が持っている相談窓口を、カウンセリン

グの拠点としていくことも考えられるか

と思います。これに対しては、クレジッ

トカウンセリング協会とは比較にならな

いほど、弁護士会の強い抵抗感が示され

るだろうとは思いますが、相談窓口普及

のための業界自身の取り組みによるひと

つの便法として、こうしたものも考えら

れるのではないでしょうか。また土田さ

んが、取引を続ける中でのカウンセリン

グの義務づけについて話しておられまし

たが、自分たちの大切なお客様が多重債

務に陥らないよう、業者自らがカウンセ

リングをオファーするという取り組みも

必要なのではないかと思います。

坂野　カウンセリングを受ける人には、

すぐにも債務整理が必用な人から、もっ

と早期の段階で家計管理が必用な人など、

色々なニーズがあると思いますが、アメ

リカの場合、それに合わせて債務者を振

り分けるようなシステムはあるのでしょ

うか。あるいはカウンセリング機関間で

の情報共有やネットワーク化のようなこ

とはあるでしょうか。

パネルディスカッション
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スターテン　カウンセリング機関はそれ

ぞれ競争的な関係にあり、情報の共有は

ありません。日本との最大の相違点は、

アメリカではカウンセリングを受けるの

はあくまで自発的な行為であるというこ

とです。また弁護士も、本業部分の時間

を削ってまでカウンセリングに充てるこ

とには抵抗があると思われ、弁護士にカ

ウンセリングを依頼するにはどうしても

限界があります。それよりはカウンセラ

ーを養成するほうがコストもかかりませ

ん。アメリカの場合、弁護士のアドバイ

スを必要とするのは相談者の10％未満で、

こうした人々は本当に法的な介入を必用

としています。しかし他の９割以上の

人々については、弁護士は必用ありませ

ん。先ほど触れた DMPには法的拘束力

はなく、弁護士でなくても作成すること

はできます。債権者の立場からすれば、

資金が回収できれば目的は達成します。

せめて利息分が回収でき、願わくば元本

まで回収できればもっと理想であるわけ

ですが、どこまで行ってもこれは債務者

の自発的な行為です。したがって、あく

まで債権者側からいえば、債務者の任意

に委ねたうえで、自らの事業利益達成に

とって最善のものができればよいわけで

す。高い手数料を支払ってでも弁護士に

相談に乗ってもらいたいと思っている人

たちがいるのももちろん事実ですが、大

半の人々にとって必用なのは、弁護士と

は異なる資格や技能を持ったカウンセラ

ーです。

坂野　残り時間も少なくなってきました

ので、最後にこれだけは発言しておきた

いということがあれば、一言ずつお願い

したいと思います。

坂本　日本とアメリカでは多分に社会的

背景が異なり、アメリカでやっているか

ら日本も同じでいいということにはなら

ないと思います。特に多重債務問題にお

いては、日本には昔から“恥”の意識が

あり、先ほど自己破産の件数が減ってい

るというご紹介もありましたが、地方な

どに行くと「破産なんかできるか」とい

う声に接することが多いのも事実です。

こうした日本の風土を考えながら、この

問題に取り組んでいく必要があります。

消費者信用が発達して、アメリカと状勢

が似てきたこともあり、慎重に日本とし

ての対策を考えていくべきというのが私

の考えです。

土田　さきほど市川さんから消費者基本

法のお話が出ましたが、これについては

消費者基本計画という側面から内閣府主

導で見直しが図られており、消費者向け

の色々な政策を全て見直そうということ

になっています。この中には金銭カウン

セリングという項目があり、経済産業省

と金融庁の共同で平成17年度から行って

いくことになっています。昨年について

はその進展状況はよくわからない状況で

すが、５カ年計画とのことですので、期

待を持って見ていきたいと思っています。

石川　繰り返しになりますが、やはり

“いまそこにある危機”をひとつでも解

消していくための案や知恵を、ここにい

る皆さんや関係者で出し合っていくこと

で、最終的な意思決定を行う人が適切に

選択できるようにしていただきたいとい

うことです。そのときに大切なのは、マ

ーケットに必ず需要者と供給者がいる以

上、どちらか一方に偏ることがあっては

ならず、両方ともがよりよくなることで

市場の健全化が図られるような知恵を皆

さんで出し合っていただくことだと思い

ます。

市川　先ほども述べた「貸金業制度等に

関する懇談会」での議論を深めて頂いて

いる段階ですが、石川さんの意見と少し

違うのは、需要者のための施策というも

のと供給者のための施策は対比するもの

ではなく、本来一致するものではないか

ということです。供給者に係るルールと

いうものを考える際にも、やはり業者に

とって一番大切なカスタマーである資金

需要者の保護と真の利益というものは必

要になってくるわけです。さらに付け加

えると、業界の方はよく“利用者利便”

という言葉を使われますが、この言葉は

精査の必要があります。今日の発表でも

触れられていたように、便利に借りられ

るということは過剰な借入につながりや

すいという危険を持っているからです。

抽象的になりますが、金利の問題にしろ、

書面に係る規制にしろ、国民の理解を得

ようと思うのであれば、資金需要者の真

の利益に叶うかどうかというところを出

発点にして議論を組み立てていかなけれ

ばならないと思います。

スターテン　確かに日米は違いますが、

グローバル化の時代でもあり、類似性が

強くなってきているように思います。日

本においては、やはり伝統を重んじる国

民性があることは私も尊重するところで

あり、貯蓄志向や名誉の問題なども同様

です。しかしアメリカにもそうしたもの

がなかったわけではありません。50年前

のアメリカのほうがそれは強かったとさ

え思いますが、アメリカも一部伝統を変

えてまで、自ら変わらざるを得なかった

のです。日本の皆さん方には最大の敬意

を払いつつ、敢えてひとつ申し上げると

すれば、旧来の概念を捨ててでもやらな

ければならないことが起きる可能性があ

るということ。多重債務の問題も、もし

かするとそうなるかもしれないというこ

とは念頭に置かれるべきでしょう。今後

日本において制度の改正や拡充をお考え

になる際、あるいはカウンセリングを拡

充していく際に、皆さんが指摘されたこ

とを最大限尊重すると同時に、カウンセ

リングのネットワークの充実をお勧めし

たいと思います。

酒井　冒頭申し上げたように、個人に自

分のクレジットヒストリーを返してくれ

というのが最大の願いではあるのですが、

別の観点からいうと、この10年間は“ゼ
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ロ金利政策”によって家計部門から企業

部門へ150兆円くらいの金が移った。ヤ

ミ金融対策として上限金利を一気に引き

下げ、セーフティネットの問題をあまり

議論してこなかった、金融サイドの不良

債権問題を片づけることに大きな力を注

いできた――といった時代でもあったわ

けです。しかし2005年４月には消費者基

本計画が閣議決定されており、また２年

後には消費者信用法（仮称）の制定が予

定されているということで、これらが包

括的な法律になっていくことに期待をし

ています。一方で、電子政府の e-Japan

計画のようなロードマップをぜひ政府に

は描いてほしいと思っています。今日の

議論にも重要な問題はたくさん含まれて

おり、カウンセリングの問題も含めて政

府にはロードマップを描いてもらい、各

自治体や関係各位が協力できる仕組みを

作っていただきたいと思います。

坂野　最近のライブドアや耐震偽装など

の問題にみるように、市場原理自体がお

かしいとの批判を招くような出来事が続

きました。基本的に、完全な競争市場は

効率的な配分をもたらし、消費者にもプ

ラスをもたらすというのは理論的には全

く問題ないことなのですが、その前提と

なる完全な競争市場というものは現実に

は存在しません。しかし一方で、法整備

などによって完全な市場に近づけるため

の努力はしていかなくてはなりません。

たとえば情報の非対称性という観点から、

個人信用情報の整備は何らかの形で進め

ていく必要があります。また消費者に対

する情報開示のあり方も、17条・18条で

法的側面ばかりが取り上げられますが、

書面であれ ITであれ、消費者に一番わ

かりやすい形での契約形態とはどういう

ものか、その議論も必要です。また実際

にこれだけ多重債務者がいるということ

は、何らかの形で市場の失敗があったわ

けであり、これについても市場を機能さ

せるために色々な改善措置を考えていく

必要があります。

　最近、ラジャンとジンガルス（Raghu-

ram Rajan, Luigi Zingales）という研究者

が「セイヴィング キャピタリズム」とい

う本を書いており非常に感銘を受けたの

ですが、ここでは競争的な市場経済が効

率的な資源配分の達成に有効に機能する

ことは間違いないとしながら、競争的な

市場経済は自主的には発展しないと述べ

られています。逆説的になりますが、自

由に任せていては自由な市場は達成でき

ず、市場経済が円滑に機能するための政

治的背景や制度的インフラを整備する必

要があるということ、そして競争の敗者

に十分な配慮をする必要があるというこ

と。市場経済の敗者は、しばしば市場経

済のメリットを否定する運動の核となり、

競争的な市場経済を抑圧する政治運動を

造り出す傾向があり、競争的な市場経済

を持続可能なものとするためには、市場

経済の敗者が救済される仕組みを準備す

る必要があります。そうして初めて、う

まく競争的市場が達成されるという内容

でした。消費者信用市場も全く同じこと

がいえると思います。

　本日のディスカッションでは、

①カウンセリングは多重債務問題解決の

セーフティネットとして大きな役割を

果たすものであり、有効に機能する。

②カウンセリングの提供については量的

にも質的にもまだまだ足りない。

③これを強化するための資金は、市場の

強者である業界が出していくことも大

きな可能性を持つ選択肢である。

④カウンセリングにはいろいろなタイプ

があり、既存の機関をそれぞれに発展

させていく形で強化していくことが、

当面は一番リーズナブルな方法である。

⑤もはや観念的な問題ではなく、やるか

やらないか、やるならどういう仕組み

でやっていくのかを具体的に論じる段

階に来ている。

――といった点について皆さんのコンセ

ンサスが得られたように思います。これ

をもって本日のパネルディスカッション

を終わらせていただきます。
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東京情報大学経営情報学部　助教授　堂下　浩
90年代初頭、銀行を中心とした金融機関が収益を悪化させていき、
与信範囲を狭めていった。その結果融資を受けられない層が発生
し、その状況を埋めるようにサブプライム・レンダーと呼ばれる
新興の貸金業者が登場してきた。その軌跡を追いながら、日本の
市場への示唆を与えている。

IRCFS01-005
「米国サブプライム・レンダーの勃興と衰退」

早稲田大学商学部　教授　晝間　文彦
アメリカでの先行研究と著者が独自に行ったアンケートをもとに、
消費者の“主観的金利感覚”（主観的割引率）について紹介し、消
費者信用との関連性を考察。金利感覚や消費者信用を利用する際
の行動の特徴を知ることができる。

IRCFS01-007
「消費者の主観的割引率について
―アンケート調査の結果から―」

財務省総合政策研究所　客員研究員　朴　祥祚
韓国における消費者信用産業の体系、および主要業態とそれに対
する行政の実態を紹介。さらに、消費者金融市場における競争実
態について論じ、韓国の消費者信用産業の今後の見通しを予測し
ている。

IRCFS01-008
「韓国における消費者信用産業
―ノンバンクを中心に―」

椙山女学園大学文化情報学部　教授　武長　脩行
我が国よりも先行しているアメリとイギリスの消費者教育の現状
を紹介し、消費者金融サービスとの関連性を考察している。また
欧米の現状に対して、日本の消費者教育の在り方について示唆を
与えている。

IRCFS01-009
「アメリカとイギリスの消費者教育
―定義、歴史的な発展と金融サービス―」

敬愛大学経済学部　専任講師　藤原　七恵
早稲田大学商学部　教授　坂野　友昭
消費者金融サービスにおける個人信用情報の経済的価値について、
これまで先行研究、特に米国で行われた研究をレビューすること
によって検討。さらに、研究から得られた成果を総括し、我が国
の個人信用情報の経済的価値について考察している。

IRCFS01-010
「個人信用情報の経済的価値
―米国における先行研究のレビュー―」

早稲田大学商学部　教授　晝間　文彦
伸長めざましい消費者金融ビジネス。消費者金融サービスが果た
す経済機能を一般的な経済学の視点と消費者の行動から見る経済
学から、今後、消費者金融サービスがその機能をさらに発展して
いくためには何が必要かを考察している。

IRCFS01-001
「消費者金融の経済的意義」

早稲田大学商学部　教授　坂野　友昭
世界で最も進んでいる米国の消費者金融サービス市場において、
「主な消費者金融サービスの状況」「実勢貸付金利と金利規制」な
どから消費者金融サービス市場を多角的にとらえ、市場がどのよ
うに機能しているかを考察している。

IRCFS01-002
「米国の消費者金融サービス市場」

早稲田大学商学部　助手　樋口　大輔
消費者金融会社の収益と費用構造から経営状況を分析。上限金利
の引き下げが、資金需要者や消費者金融業界に及ぼす影響につい
て、各側面から検証している。

IRCFS01-003
「消費者金融会社の収益・費用構造」

早稲田大学商学部　教授　晝間　文彦
アメリカで行われている消費者信用に関連した個人破産に関する
実証的研究を概観することを目的としたレポート。本研究では破
産件数が急増した時期の背景について紹介している。

IRCFS01-004
「アメリカにおける個人破産に関する実証研究」

東京富士大学　教授　小林　麻理
情報通信技術が急速に発展する現代における“プライバシーの権
利”とは何であるのかを検討。これからの時代の個人情報保護対
策について、どのような考えに基づくべきかをアメリカと EUの
実態を検証しながら提言している。

IRCFS01-006
「個人情報とプライバシー保護」

早稲田大学商学部　教授　原　輝史
予備的考察として、フランスでの消費者金融の実態を概観し、消
費者保護の立場を中心として成立した諸立法について紹介する。

IRCFS02-003
「フランスにおける消費者金融の実態」

尚美学園大学総合政策学部　専任講師　舟橋　哲
消費者信用市場にとって不可欠なインフラである個人信用情報。
本稿においては、個人情報処理一般における同意取得原則の意義
について検討した後、個人信用情報の問題に特有の諸事情を考察
し、その処理における同意の意義について検討を加える。

IRCFS02-004
「個人信用情報の処理に関する同意文言の法的意義」

早稲田大学商学部　教授　晝間　文彦
早稲田大学商学部　教授　坂野　友昭
早稲田大学商学部　助手　樋口　大輔
本研究では、消費者信用市場における個人情報の有用性と経済価
値を実証。テラネットの個人信用情報を利用することが、消費者
向け貸付を行う業者の与信精度の向上にどれだけ寄与するのかを
データを元に検証している。

IRCFS02-001
「個人信用情報の経済的価値―テラネットのケース―」

早稲田大学商学部　助手　樋口　大輔
規模の経済性に関する既存研究では、これまで対象とされたこと
のない消費者金融業に焦点をあてて規模の経済性の実証を試みて
いる。さらに、規模の経済性の観点から、消費者金融業の産業構
造、特に大手業者と中小業者の共存問題を検討している。

IRCFS02-002
「消費者金融業の産業組織論的分析
―規模の経済性の観点から―」
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UFJ ニコス㈱国際事業企画室長　佐伯　隆博
グローリー・システム・クリエイト㈱プロジェクトマネジャー　劉　鋭
これまであまり紹介されることのなかった中国の消費者金融サー
ビス市場の現状と課題を明らかにすることによって、この分野に
おいて中国の進出を検討している企業の進出の手がかりと戦略立
案のための示唆を与える。

IRCFS06-001
「拡大する中国消費者金融サービス市場の現状と課題」

早稲田大学商学部　教授　坂野　友昭
敬愛大学経済学部　専任講師　藤原　七恵
消費者信用市場における上限金利規制の影響について、消費者保
護の観点から、米国の先行研究に基づいて検証している。

IRCFS02-005
「消費者信用市場における上限金利の影響
―米国における先行研究のサーベイ―」

静岡大学人文学部　専任講師　冨田　健司
消費者がいかなる基準で消費者ローン商品を選択し、顧客満足度
を高め、消費者信用会社との信頼関係を築き、継続的取引意図を
持つに至るかについて、仮説モデルを作り、アンケート調査に基
づき分析している。

IRCFS02-006
「消費者による消費者ローン商品の選択
―リレーションシップ・マーケティングの視点から―」

財務省総合政策研究所　客員研究員　朴　祥祚
韓国の消費者金融市場の規模と発展の状況を紹介し、日本と韓国
の消費者信用市場の成長を予測。また日本の消費者金融業界の韓
国進出の意味と韓国側の受け止め方について、アンケート調査を
基に分析している。

IRCFS02-009
「韓国の消費者信用産業の状況と日本の金融会社などの韓国進出に
関する動向―日本の消費者金融会社とクレジット会社を中心に―」

Fimihiko Hiruma  School of Commerce, Waseda University
「プロスペクト理論」による衝動買い効用関数と、認知的不協和と
将来の破綻確率に関する返済余裕時間の双曲割引関数を取り入れ
た効用費用関数からなる最大化問題をもとに比較静学分析を行い、
破産厳罰主義が逆に破産の可能性を高めることを論じている。

IRCFS04-003
Consumer Credit, Impulse Buying and Bankruptcy Law
–Time Pressure and Cognitive Model–

＊ワーキングペーパーの全文は早稲田大学消費者金融サービス研究所のホー
ムページ http://www.waseda.jp/prj-ircfs/ よりダウンロードできます。

早稲田大学商学部　教授　晝間　文彦
米国のカウンセリング事情を視察し、米国におけるクレジット・
カウンセリング事業の現状と問題点を、日本に対する示唆という
観点からまとめている。

IRCFS03-001
「アメリカにおけるクレジット・カウンセリング事業の現状と問題点
―日本へのインプリケーション―」

テンプル大学経営大学院ワシュバーン・チェアー　教授　小田部正明
東京情報大学総合情報学部　助教授　堂下　浩
米国の成功事例を参考にし、「日本のリース市場にも新たな競合
状況が生まれ、リース会社は従来と異なる戦略が必要になる」と
いう仮説をたて、アンケート調査をもとに検証する。

IRCFS05-001
「リース業界における競合力分析アンケート
－金融市場への参入パターンと知識移転に関する調査―」

白鴎大学経営学部　教授　市川　千秋
複雑なクレジット債権流動化の仕組みを簡素化してとらえた理論
モデルに基づいたシミュレーションにより、クレジット債権流動
化の意味を考察している。

IRCFS02-008
「クレジット債権流動化の仕組みとモデル」

東京情報大学　助教授　堂下　浩
2000年出資法改正による、上限金利の引き下げの影響を検証する
とともに、上限金利25％台への引き下げが実施された場合の影響
を分析している。

IRCFS03-002
「金利引き下げの影響に関する考察」

上智大学経済学部　助教授　竹之内秀行
早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程　稲村　雄大
フランス・ドイツおよびイギリスを中心としたヨーロッパ各国の
信用市場規模・特徴の違いを取り上げ、日本・米国と比較するこ
とによって、その特質を分析している。

IRCFS03-003
「ヨーロッパの消費者信用市場」

高崎経済大学　助教授　今井　雅和
ロシアの銀行セクターの現状と課題を整理し、個人向けローンビ
ジネスの進展について議論することにより、ロシアのビジネス環
境の進化を占う。

IRCFS04-001
「ロシアの銀行セクターと個人向けローンビジネス」

早稲田大学大学院商学研究科　樋口　大輔
早稲田大学商学部　教授　坂野　友昭
消費者金融会社の顧客をサンプルとし、日本における自己破産者
の特徴と自己破産の主要な原因を中心に分析を行い、その結果を
もとに自己破産の特徴と原因の実証的資料を提供する。

IRCFS04-002
「消費者金融顧客の自己破産―その特徴と原因―」

早稲田大学商学部　教授　坂野　友昭
2000年６月の出資法上限金利引き下げを、前後の各種データを基
に、日本の消費者金融サービス市場への影響ついて経済学的に分
析を行う。また価格（貸付金利）に対する影響、上限金利規制が
もたらす副作用（弊害）について実証的に分析している。

IRCFS02-007
「消費者金融市場における上限金利規制の影響
―日本のデータによる分析結果―」

早稲田大学消費者金融サービス研究所
本論文では、上限金利が消費者金融市場に与える影響を具体的に、
消費者金融市場における金利の決定要因を実証的に検証し、さまざ
まな状況・政策の変化が消費者金融市場に与える影響を分析する。

IRCFS06-002
「上限金利規制が消費者金融市場と日本経済に与える影響」
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これからの調査・研究または、公開シンポジウムを検討するにあたっての参考意見とするため、�

以下の通りアンケート調査を行いました。�

事前アンケート調査結果（シンポジウム参加申込み時に以下のアンケートにお答えいただきました）�
�

１．消費者教育（金銭教育）　　　２．法制度の整備�

３．上限金利の在り方　　　　　４．過剰貸付�

５．ADR（裁判外紛争解決）　　 ６．金銭管理カウンセリング�

７．カウンセラー制度　　　　　８．個人信用情報機関の在り方�

９．違法業者の取締　　　　　　10．啓発活動�

11．情報開示　　　　　　　　　12．政策金融の拡充�

13．その他�

Ｑ．多重債務者救済のためにどのようなテーマを検討するこ

とが重要だと思いますか？　重要だと思われるものを３

つ選び、数字に丸印をおつけ下さい。�

0
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（％）�
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21.5

13.4

9.5 10.0

2.2

10.4

6.4

8.9
10.3

4.4

0.4
1.6

1.0

複数回答・有効回答数　730

１．アンケート回答者� ２．基調講演の感想�

３．シンポジウムの感想� ４．パネリストの人選の感想� ５．進行についての感想�

大学・研究機関4.6％

行政2.8％

消費者センター3.7％

信用情報機関4.6％

マスコミ6.5％

アナリスト5.6％

その他16.7％

参考とならなかった1.0％

悪かった2.1％

金融機関11.1％

ノンバンクノンバンク44.4％ノンバンク44.4％

非常に参考となった非常に参考となった�
51.0％

非常に参考となった�
51.0％

参考となった参考となった�
49.0％

参考となった�
49.0％

良かった良かった�
78.2％
良かった�
78.2％

良かった良かった�
58.5％

普通普通�
21.8％
普通�
21.8％

普通普通�
39.4％

良かった�
58.5％

普通�
39.4％

非常に参考となった非常に参考となった�
35.0％

非常に参考となった�
35.0％

参考となった参考となった�
64.0％

参考となった�
64.0％



b問い合わせ先b�

早稲田大学消費者金融サービス研究所　リエゾン・オフィス�

〒162-0041　東京都新宿区早稲田鶴巻町518　司ビル5階�
Tel：03-5292-5126　　Fax：03-5292-5136�

�
URL：http://www.waseda.jp/prj-ircfs/�
e-mail：ircfs@kurenai.waseda.jp


